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１章 基準適合性  



1-1 

 

１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

  核燃料物質の臨界防止に係る記載について，加工施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則（以下、事業許可基準規則という。）とウラン・

プルトニウム混合酸化物燃料加工施設安全審査指針（以下、ＭＯＸ指針と

いう。）の比較により、事業許可基準規則第２条において追加された要求

事項を整理する。（第１表） 
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第１表 事業許可基準規則第２条とＭＯＸ指針 比較表（１／７） 

事業許可基準規則 

第２条（核燃料物質の臨界防止） 
ＭＯＸ指針 備考 

（核燃料物質の臨界防止） 

第二条 安全機能を有する施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがない

ようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措

置を講じたものでなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「核燃料物質が臨界に達する」とは、通常時に予想さ

れる機械若しくは器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一

の誤操作を想定した場合に、核燃料物質が臨界に達することをいう。 

 

 

（ＭＯＸ指針） 

指針10 単一ユニットの臨界安全 

ＭＯＸ燃料加工施設は主要な工程が乾式であることを考慮し、核燃料物質

を収納する設備・機器及びこれらを収納するグローブボックスを単一ユニッ

トとして扱うものについては、技術的にみて想定されるいかなる場合でも、

形状寸法、質量、減速材、同位体組成、プルトニウム富化度等の制限及び中

性子吸収材の使用等並びにこれらの組合せによって核的に制限することによ

り臨界を防止する対策が講じられていること。 

 

（ＭＯＸ指針 解説） 

指針10．単一ユニットの臨界安全 

５．「起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない

限り臨界に達しないものであること」とは、いわゆる二重偶発性の原理を示

したものである。すなわち、工程／設備の臨界管理を行う上で、第１の管理

項目が何らかの異常で逸脱した場合においても、第２の障壁により臨界とな

る事態を未然に防止する設計／管理がなされていることである。原子炉施設

で言うところの単一故障の考え方に似ているが、単一故障が機器の有する機

能の喪失を対象とするのに対し、二重偶発性の原理はそれに限定されず人の

誤操作も含めた異常を対象とする点で異なる。但し、単一の異常（事象）で

事故には達しないとの要求は同じである。 

 

 

変更なし 
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第１表 事業許可基準規則第２条とＭＯＸ指針 比較表（２／７） 

事業許可基準規則 

第２条（核燃料物質の臨界防止） 
ＭＯＸ指針 備考 

（解釈） 

２ 第１項に規定する「核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措

置」とは、核燃料物質の取扱い上の一つの単位（以下「単一ユニット」と

いう。）について、以下の各号に掲げる措置又はこれらと同等以上の措置

をいう。 

 

 

（ＭＯＸ指針） 

指針10．単一ユニットの臨界安全 

ＭＯＸ燃料加工施設は主要な工程が乾式であることを考慮し、核燃料物質を

収納する設備・機器及びこれらを収納するグローブボックスを単一ユニット

として扱うものについては、技術的にみて想定されるいかなる場合でも、形

状寸法、質量、減速材、同位体組成、プルトニウム富化度等の制限及び中性

子吸収材の使用等並びにこれらの組合せによって核的に制限することにより

臨界を防止する対策が講じられていること。 

前記のとおり 

 

（解釈） 

一 核燃料物質を収納する、単一ユニットとしての設備・機器のうち、その

形状寸法を制限し得るものについては、その形状寸法について適切な核的

制限値（臨界管理を行う体系の未臨界確保のために設定する値をいう。こ

の値は、具体的な機器の設計及び運転条件の妥当性の判断を容易かつ確実

に行うために設定する計量可能な値であり、この値を超えた機器の製作及

び通常時における運転条件の設定は許容されない。）が設けられているこ

と。この場合、溶液状の核燃料物質を取り扱う設備・機器については、全

ての濃度において臨界安全を維持できる形状とすることを基本とすること。

ただし、少量の溶液の化学分析に用いられる市販の分析機器、ビーカー等

のように最小臨界質量以下の核燃料物質を取り扱うものは含まれない。 

 

（ＭＯＸ指針） 

指針10．単一ユニットの臨界安全 

(１) 核燃料物質を収納する、単一ユニットとしての設備・機器のうち、そ

の形状寸法を制限し得るものについては、その形状寸法について核的に安全

な制限値が設定されていること。この場合、溶液状の核燃料物質を取扱う設

備・機器については、全濃度安全形状を基本とする。 

 

（ＭＯＸ指針 解説） 

指針10．単一ユニットの臨界安全 

１．「核的制限値」とは、臨界管理を行う体系の未臨界確保のために設定す

る値である。この値は、具体的な設備・機器の設計及び運転条件の妥当性の

判断を容易かつ確実に行うために設定する計量可能な値であり、この値を超

えた設備・機器の製作並びに平常時における運転条件の設定は許容されない。 

２．「単一ユニットとしての設備・機器」とは、主としてグローブボックス

に収納されていない設備・機器をいい、そのうち「形状寸法を制限し得るも

の」とは、例えば、原料粉末の貯蔵容器をいう。 

３．「溶液状の核燃料物質を取扱う設備・機器については、全濃度安全形状

を基本とする」とは、臨界質量以上の溶液を取扱う槽類等について全濃度安

全形状を求めるものである。少量の溶液の化学分析に用いられる市販の分析

機器、ビーカー等のように最小臨界質量以下の核燃料物質を取扱うものはこ

の限りではない。 
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第１表 事業許可基準規則第２条とＭＯＸ指針 比較表（３／７） 

事業許可基準規則 

第２条（核燃料物質の臨界防止） 
ＭＯＸ指針 備考 

（解釈） 

二 上記一の形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニットとしてのグ

ローブボックスについては、取り扱う核燃料物質自体の質量、プルトニウ

ム富化度、溶液中の濃度等について適切な核的制限値が設けられているこ

と。この場合、誤操作等を考慮しても工程内の核燃料物質が上記の制限値

を超えないよう臨界安全が確保され、十分な対策が講じられていること。

上記の「十分な対策」とは、質量制限管理を徹底するため、信頼性の高い

インターロックにより質量制限値以下であることが確認されなければ次の

工程に進めないようにする措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うことをいう。 

（ＭＯＸ指針） 

指針10．単一ユニットの臨界安全 

（２） 上記（１）が困難な設備・機器及び単一ユニットとしてのグローブ

ボックスについては、取扱う核燃料物質自体の質量、プルトニウム富化度等

について核的に安全な制限値が設定されていること。この場合、誤操作等を

考慮しても臨界安全が確保されるよう、十分な対策が講じられていること。 

 

（ＭＯＸ指針 解説） 

指針10．単一ユニットの臨界安全 

４．「臨界安全が確保されるよう、十分な対策」とは、例えば、質量制限管

理を徹底するため、信頼性の高いインターロックにより質量制限値以下であ

ることが確認されなければ次の単一ユニットや工程に進めないようにするこ

とである。 

 

前記のとおり 

（解釈） 

三 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器のうち、核燃料物質が入

るおそれのある設備・機器についても上記一及び二に規定する条件が満た

されていること。 

 

（ＭＯＸ指針） 

指針10．単一ユニットの臨界安全 

（３） 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器のうち、核燃料物質

が入るおそれのある設備・機器についても上記（１）（２）に規定する条件

が満たされていること。 
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第１表 事業許可基準規則第２条とＭＯＸ指針 比較表（４／７） 

事業許可基準規則 

第２条（核燃料物質の臨界防止） 
ＭＯＸ指針 備考 

（解釈） 

四 核的制限値を設定するに当たっては、取り扱われるウランの化学的組成、

ウラン酸化物とプルトニウム酸化物を混ぜ合わせた混合酸化物（以下「Ｍ

ＯＸ」という。）中のプルトニウム富化度及び同位体組成、密度、幾何学

的形状及び減速条件、並びに中性子吸収材等を考慮し、最も厳しい結果を

与えるよう、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、測定

又は計算による誤差、誤操作等を考慮して十分な裕度を見込むこと。 

（ＭＯＸ指針） 

指針10．単一ユニットの臨界安全 

（４） 核的制限値を設定するに当たっては、取扱われるＭＯＸ中のプルト

ニウム富化度及び同位体組成、ＭＯＸの密度、幾何学的形状及び減速条件、

並びに中性子吸収材等を考慮し、特に立証されない限り最も厳しい結果を与

えるよう、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、測定又は

計算による誤差、誤操作等を考慮して十分な裕度を見込むこと。 

前記のとおり 

（解釈） 

五 核的制限値を定めるに当たって、参考とする手引書、文献等は、公表さ

れた信頼度の十分高いものであり、また、使用する臨界計算コード等は、

実験値等との対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証されたものであ

ること。 

 

（ＭＯＸ指針） 

指針10．単一ユニットの臨界安全 

（５） 核的制限値を定めるに当たって、参考とする手引書、文献等は、公

表された信頼度の十分高いものであり、また、使用する臨界計算コード等は、

実験値等との対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証されたものである

こと。 

（解釈） 

六 核的制限値の維持・管理については、起こるとは考えられない独立した

二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しないものであること。 

 

（ＭＯＸ指針） 

指針10．単一ユニットの臨界安全 

（６） 核的制限値の維持・管理については、起こるとは考えられない独立

した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しないものであること。 

 

（ＭＯＸ指針 解説） 

指針10．単一ユニットの臨界安全 

５．「起こるとは考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こらない

限り臨界に達しないものであること」とは、いわゆる二重偶発性の原理を示

したものである。すなわち、工程／設備の臨界管理を行う上で、第１の管理

項目が何らかの異常で逸脱した場合においても、第２の障壁により臨界とな

る事態を未然に防止する設計／管理がなされていることである。原子炉施設

で言うところの単一故障の考え方に似ているが、単一故障が機器の有する機

能の喪失を対象とするのに対し、二重偶発性の原理はそれに限定されず人の

誤操作も含めた異常を対象とする点で異なる。但し、単一の異常（事象）で

事故には達しないとの要求は同じである。 
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第１表 事業許可基準規則第２条とＭＯＸ指針 比較表（５／７） 

事業許可基準規則 

第２条（核燃料物質の臨界防止） 
ＭＯＸ指針 備考 

（解釈） 

３ 第１項に規定する「核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措

置」とは、二つ以上の単一ユニットが存在する場合について、以下の各号

に掲げる措置又はこれらと同等以上の措置をいう。 

 

（ＭＯＸ指針） 

指針11．複数ユニットの臨界安全 

ＭＯＸ燃料加工施設における複数ユニットの配列については、技術的にみて

想定されるいかなる場合でも、ユニット相互間における間隔の維持又はユニ

ット相互間における中性子遮へい材の使用等により臨界を防止する対策が講

じられていること。 

 

前記のとおり 

（解釈） 

一 単一ユニット相互間は核的に安全な配置であることを確認すること。 

 

（ＭＯＸ指針） 

指針11．複数ユニットの臨界安全 

（１） ユニット相互間は核的に安全な配置であることを確認すること。 

 

（解釈） 

二 核的に安全な配置を定めるに当たっては、最も厳しい結果を与えるよう、

中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、かつ、測定又は計算によ

る誤差、誤操作等を考慮して十分な裕度を見込むこと。 

 

（ＭＯＸ指針） 

指針11．複数ユニットの臨界安全 

（２） 核的に安全な配置を定めるに当たっては、特に立証されない限り最

も厳しい結果を与えるよう、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定し、

かつ、測定又は計算による誤差、誤操作等を考慮して十分な裕度を見込むこ

と。 

 

（解釈） 

三 核的に安全な配置を定めるに当たって、参考とする手引書、文献等は、

公表された信頼度の十分高いものであり、また、使用する臨界計算コード

等は、実験値等との対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証されたも

のであること。  

 

（ＭＯＸ指針） 

指針11．複数ユニットの臨界安全 

（３） 核的に安全な配置を定めるに当たって、参考となる手引書、文献等

は、公表された信頼度の十分高いものであり、また、使用する臨界計算コー

ド等は、実験値等との対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証されたも

のであること。 

 

（解釈） 

四 核的に安全な配置の維持については、起こるとは考えられない独立した

二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しないものであること。 

 

（ＭＯＸ指針） 

指針11．複数ユニットの臨界安全 

（４） 核的に安全な配置の維持については、起こるとは考えられない独立

した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しないものであること。 
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第１表 事業許可基準規則第２条とＭＯＸ指針 比較表（６／７） 

事業許可基準規則 

第２条（核燃料物質の臨界防止） 
ＭＯＸ指針 備考 

（解釈） 

五 上記四の「核的に安全な配置の維持」とは、核燃料物質を収納する設備・

機器の設置に当たって、十分な構造強度を持つ構造材を用いて固定するこ

とをいう。なお、固定することが困難な設備・機器の場合は、設備・機器

の周囲にユニット相互間の間隔を維持するための剛構造物を取り付けるか

又は設計上、移動範囲を制限すること。  

 

（ＭＯＸ指針 解説） 

指針11．複数ユニットの臨界安全 

「核的に安全な配置の維持」とは、核燃料物質を収納する設備・機器の設置

に当たって、十分な構造強度をもつ構造材を用いて固定することである。な

お、固定することが困難な設備・機器の周囲にユニット相互間における間隔

を維持するための剛構造物を取り付けるか又は設計上移動範囲を制限するこ

とが必要である。 

前記のとおり 

 

 

（解釈） 

六 核燃料物質を不連続的に取り扱う（バッチ処理）施設においては、核燃

料物質を次の工程に移動させようとしても、核的制限値等を満足する状態

にならなければ、移動することができないものであること。 

（ＭＯＸ指針） 

指針17．放射性物質の移動に対する考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設においては、核燃料物質の工程間、工程内移動に際し、

移動する核燃料物質の形態、形状に応じて漏えい防止、放射線遮へい、臨界

防止等適切な対策が講じられていること。特に、核燃料物質を不連続的（バ

ッチ処理）に取扱う施設は、次の工程の核的制限値等が満足されなければ移

動できないような設備設計上の対策が講じられていること。 

 

（解釈） 

七 核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合に、核燃料物質

を安全に保持しているものであること。  

 

記載なし 
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第１表 事業許可基準規則第２条とＭＯＸ指針 比較表（７／７） 

事業許可基準規則 

第２条（核燃料物質の臨界防止） 
加工施設安全審査指針 備考 

２ 臨界質量以上のウラン（ウラン二三五の量のウランの総量に対する比率

が百分の五を超えるものに限る。）又はプルトニウムを取り扱う加工施設

には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を設け

なければならない。 

（解釈） 

４ 第２項に規定する「臨界事故を防止するために必要な設備」とは、以下

の各号に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講じた設

備をいう。 

 

（ＭＯＸ指針） 

指針12．臨界事故に対する考慮 

（１） ＭＯＸ燃料加工施設は、臨界警報装置の設置その他の臨界事故の発

生を想定した適切な措置（臨界及びその継続性の検知）が講じられる設計で

あること。 

 

変更なし 

（解釈）  

一 臨界警報装置により臨界及びその継続性を検知することができる設計で

あること。 

 

（ＭＯＸ指針） 

指針12．臨界事故に対する考慮 

（１） ＭＯＸ燃料加工施設は、臨界警報装置の設置その他の臨界事故の発

生を想定した適切な措置（臨界及びその継続性の検知）が講じられる設計で

あること。 

 

（解釈）  

二 臨界事故の発生が想定される場合には、臨界が速やかに終息することが

技術的に明らかな場合を除き、臨界事故が発生したとしても、これを未臨

界にするための措置が講じられる設計であること 

（ＭＯＸ指針） 

指針12．臨界事故に対する考慮 

（２） 指針３で臨界事故の発生が想定される施設においては、臨界が速や

かに終息することが技術的に明らかな場合を除き、臨界事故が発生したとし

ても、これを未臨界にするための措置が講じられる設計であること。 
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１．２ 要求事項に対する適合性 

(１) 臨界防止に関する基本的な考え方 

安全機能を有する施設は，以下の核燃料物質の臨界防止に係る基本

的な設計方針に従い，通常時に予想される機械又は器具の単一の故障

若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合におい

ても，核燃料物質が臨界に達するおそれがない設計とする。 

① ＭＯＸ燃料加工施設（以下、加工施設という。）で取り扱う核燃料

物質は，プルトニウム富化度60％以下，プルトニウム中のプルトニウ

ム－240含有率17％以上，ウラン中のウラン－235含有率1.6％以下の

ＭＯＸ，ウラン中のウラン－235 含有率５％以下の濃縮ウラン，天然

ウラン，劣化ウラン，標準試料及び分析試料であり，このうちＭＯＸ，

濃縮ウラン，標準試料及び分析試料を取り扱う設備・機器について臨

界管理を行う。 

② 核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし，これに，

取扱制限値を設定することにより臨界を防止する。 

③ 単一ユニットの設備・機器のうち，形状寸法を制限し得るものにつ

いては，その形状寸法について適切な取扱制限値を設け，これが困難

な場合にあっては，核燃料物質の質量に適切な取扱制限値を設ける。 

④ 二つ以上の単一ユニットが存在する複数ユニットについては，核的

に安全な配置としたユニット相互間における間隔を維持することによ

り，最も厳しい状態においても臨界に達しない設計とする。 

⑤ 取扱制限値の維持及び管理については，起こるとは考えられない独

立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しないように

設計する。 

⑥ 設計上想定される溢水が発生した場合を想定しても，非密封の核燃
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料物質をグローブボックス内で取り扱う工程では，核燃料物質を取り

扱うグローブボックス内への溢水の流入を防止することにより，臨界

に達しない設計とする。また，核燃料物質を燃料棒又は混合酸化物貯

蔵容器に密封して取り扱う工程では，核燃料物質が水に直接接しない

設計とすることにより臨界の発生を防止する。 

【補足説明資料１－１】 

【補足説明資料１－２】 

(２) 単一ユニットの臨界安全 

① 単一ユニットの設定 

下記に示す取扱い上の一つの単位を単一ユニットとする。 

ａ．粉末及びペレットを取り扱う工程の設備・機器を収納するグロー

ブボックス，焼結炉及び小規模焼結処理装置（以下，「焼結炉等」

という。） 

ｂ．燃料棒，貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工程の設備・

機器 

ｃ．混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を取り扱う工程の設備・機器 

ｄ．ウラン燃料棒を取り扱う工程の設備・機器 

ｅ．少量の溶液を取り扱う分析設備の設備・機器を収納するグローブ

ボックス（少量の核燃料物質を含む溶液は分析設備でのみ取り扱う。） 

② 単一ユニットの取扱制限値の考え方 

単一ユニットに設定する取扱制限値の考え方は，以下のとおりとす

る。 

ａ．核燃料物質を収納する単一ユニットとしての設備・機器のうち，

その形状寸法を制限し得るものについては，その形状寸法につい

て適切な取扱制限値を設ける。 
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ｂ．上記ａ．の形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニット

としてのグローブボックスについては，取り扱う核燃料物質自体

のＰｕ＊質量，プルトニウム富化度及び含水率について適切な取

扱制限値を設ける。この場合，誤操作等を考慮しても工程室内の

核燃料物質が上記の取扱制限値を超えないよう，信頼性の高いイ

ンターロックにより，取扱制限値以下であることが確認されなけ

れば次の工程に進めない設計とする。 

ｃ．核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器のうち，核燃料

物質が入るおそれのある設備・機器についても上記ａ．又はｂ．

を満足するように設計する。 

③ 取扱制限値の設定 

ａ．取扱制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃料物質のプ

ルトニウム富化度，同位体組成，密度，幾何学的形状，減速条件，

中性子吸収材を考慮し，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の

減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算によ

る誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

ｂ．取扱制限値を定めるに当たって，参考とする文献は，公表された

信頼度の高いものであり，また，臨界計算コードは，実験値との対

比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを使用する。 

ｃ．取扱制限値は，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，

未臨界（統計誤差として標準偏差の３倍を考慮した中性子実効増倍

率が0.95以下）となる値を設定する。 

ｄ．バッグイン作業により核燃料物質を搬入する単一ユニットにつ

いては，運転員の単一の誤操作による二重装荷の発生を考慮し，中

性子実効増倍率0.95以下に対応する質量の２分の１以下となる値
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を設定する。 

ｅ．天然ウラン及び劣化ウランを取り扱う設備は，臨界安全に関する

制限を要しない。 

(３) 複数ユニットの臨界安全 

① 複数ユニットの設定 

取扱制限値を設定した単一ユニットが二つ以上存在する場合，次項

に掲げる核的に安全な配置とする。ただし，単一ユニット間に，厚さ

30.5cm 以上のコンクリートの層が存在する場合，中性子相互作用を

無視し得るため，核的に隔離されているものとする。 

② 複数ユニットにおける核的に安全な措置 

ａ．核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も厳しい結果を与え

るよう，中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測

定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

ｂ．核的に安全な配置を定めるに当たって，参考とする文献は，公表

された信頼度の高いものであり，また，臨界計算コードは，実験値

との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを使用

する。 

ｃ．単一ユニット間は，臨界計算コードによって中性子実効増倍率を

計算し，未臨界（統計誤差として標準偏差の３倍を考慮した中性子

実効増倍率が0.95以下）となるように配置する。 

ｄ．核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっては，通常時に

作用している荷重に対して発生する変形が過大とならないように構

造強度を持つ構造材を用いて固定する。なお，固定することが困難

な設備・機器の場合は，設備・機器の周囲にユニット相互間の間隔

を維持するための剛構造物を取り付ける又は設計上，移動範囲を制
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限する。 

ｅ．核燃料物質を不連続的に取り扱う（バッチ処理）施設においては，

核燃料物質を次の工程に移動させようとしても，核燃料物質を受け

入れる工程が取扱制限値を満足する状態にならなければ，移動する

ことができない設計とする。 

ｆ．核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合，核燃料

物質の落下及び脱落を防止する機構により，搬送中の核燃料物質を

安全に保持する設計とする。 

ｇ．貯蔵設備及び一時保管設備は，設備内の単一ユニット相互間の距

離を設定し，必要に応じて中性子吸収材による管理を併用すること

により，核的に安全な配置とする。 

ｈ．ウラン輸送容器一時保管エリア，燃料棒受入一時保管エリア及び

燃料集合体輸送容器一時保管エリアでは，ウラン粉末缶，ウラン燃

料棒及び燃料集合体を「核燃料物質等の工場又は事業所の外におけ

る運搬に関する規則」に定める技術基準に適合する核燃料輸送物と

して保管する。 

ｉ．外部より受け入れるウラン燃料棒をウラン燃料棒用輸送容器の内

容器に収納して保管する際には，核的に安全な配置とする。 

(４) 取扱制限値の維持及び管理 

形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機器の構造又は機構

により取扱制限値を維持する設計とする。また，核燃料物質を取り扱

う容器は，通常の取扱条件において容易に変形しない構造材を用いる

設計とする。 

質量管理は，臨界管理用計算機，運転管理用計算機等を用いて行い，

各単一ユニットの核燃料物質の在庫量を常時把握するとともに，核燃
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料物質を搬送する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質

量，形態等を把握することにより行う。搬送装置を用いた単一ユニッ

トへの核燃料物質の搬送においては，取扱制限値以下であることが確

認されなければ搬入が許可されないインターロックを有する誤搬入防

止機構を設ける設計とする。また，混合機への添加剤の投入について

は，取扱制限値以下であることが確認されなければ投入が許可されな

いインターロックを有する誤投入防止機構を設ける設計とする。 

(５) 臨界及びその継続性の検知 

設備の容量，形状及び配置並びに核燃料物質の取扱方法から，加

工施設で臨界が発生することは想定されないが，万一，臨界が発生

した場合にも臨界及びその継続性を検知することができるよう，臨

界の発生を検知するための臨界検知用ガスモニタを設置し，中央監視

室に警報を発する設計とする。また，臨界の継続性を検知するために

放射線サーベイ機器を備える。 

(６) その他の考慮事項 

加工施設は，設計上定める条件より厳しい条件の下においても臨界

に達するおそれがないようにするため，以下の設計とする。 

① 容器の誤搬入防止 

一次混合後の工程で平均プルトニウム富化度 18％以下のＭＯＸ粉

末を取り扱う単一ユニットには，プルトニウム富化度30％のＭＯＸ粉

末が収納された容器（J60）が誤って搬入されないよう，物理的な障害

を設けることによりJ60の搬入を防止する設計とする。 

② 混合機の容積制限 

混合機のうち，添加剤の投入が可能な予備混合機，均一化混合機，

添加剤混合機及び回収粉末混合機は，取り扱うＭＯＸ粉末及び添加
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剤の繰り返しの誤投入を想定し，両者のいかなる組合せにおいても

臨界に達しない容積で設計する。  
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１．３ 規則への適合性 

（核燃料物質の臨界防止） 

第二条 安全機能を有する施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれが

ないようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切

な措置を講じたものでなければならない。 

２ 臨界質量以上のウラン（ウラン二三五の量のウランの総量に対する

比率は百分の五を超えるものに限る。）又はプルトニウムを取り扱う

加工施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要

な設備を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 第１項について 

安全機能を有する施設は，以下の核燃料物質の臨界防止に係る基本的な

設計方針に従い，通常時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくは

その誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合においても，核燃料

物質が臨界に達するおそれがない設計とする。 

(１) 単一ユニットの臨界安全 

① 単一ユニットの設定 

核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし，これに，

取扱制限値（設備・機器で取り扱う値を基に定めた運転管理上の制限

値）を設定することにより臨界を防止する。取扱制限値の設定は，核

燃料物質の取扱い上の一つの単位である単一ユニットに対して行うこ

とにより，従来の核的制限値としての役割も担う。 

② 単一ユニットの取扱制限値の考え方 

ａ．核燃料物質を収納する単一ユニットとしての設備・機器のうち，
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その形状寸法を制限し得るものについては，その形状寸法につい

て適切な取扱制限値を設ける。 

ｂ．上記ａ．の形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニット

としてのグローブボックスについては，取り扱う核燃料物質自体

のＰｕ＊質量（プルトニウム－239，プルトニウム－241 及びウラ

ン－235の合計質量），プルトニウム富化度（ウラン質量とプルト

ニウム質量に対するプルトニウム質量の割合）及び含水率（ＭＯ

Ｘ質量と水分質量に対する水分質量の割合）について適切な取扱

制限値を設ける。この場合，誤操作等を考慮しても工程室内の核

燃料物質が上記の取扱制限値を超えないよう，信頼性の高いイン

ターロックにより，取扱制限値以下であることが確認されなけれ

ば次の工程に進めない設計とする。 

ｃ．核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器のうち，核燃料

物質が入るおそれのある設備・機器についても上記ａ．又はｂ．

を満足するように設計する。 

③ 取扱制限値の設定 

ａ．取扱制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃料物質のプ

ルトニウム富化度，同位体組成，密度，幾何学的形状，減速条件，

中性子吸収材を考慮し，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の

減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算によ

る誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

ｂ．取扱制限値を定めるに当たって，参考とする文献は，公表された

信頼度の高いものであり，また，臨界計算コードは，実験値との対

比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを使用する。 

ｃ．取扱制限値は，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，
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未臨界（統計誤差として標準偏差の３倍を考慮した中性子実効増倍

率が0.95以下）となる値を設定する。 

ｄ．取扱制限値の維持及び管理については，起こるとは考えられない

独立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しないよ

うに設計する。 

 

(２) 複数ユニットの臨界安全 

二つ以上の単一ユニットが存在する複数ユニットについては，核的

に安全な配置としたユニット相互間における間隔を維持することによ

り，最も厳しい状態においても臨界に達しない設計とする。 

① 複数ユニットにおける核的に安全な措置 

ａ．核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も厳しい結果を与え

るよう，中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測

定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

ｂ．核的に安全な配置を定めるに当たって，参考とする文献は，公表

された信頼度の高いものであり，また，臨界計算コードは，実験値

との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを使用

する。 

ｃ．単一ユニット間は，臨界計算コードによって中性子実効増倍率を

計算し，未臨界（統計誤差として標準偏差の３倍を考慮した中性子

実効増倍率が0.95以下）となるように配置する。 

ｄ．核的に安全な配置の維持については，起こるとは考えられない独

立した二つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しないよう

に設計する。 

ｅ．核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっては，通常時に
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作用している荷重に対して発生する変形が過大とならないように構

造強度を持つ構造材を用いて固定する。なお，固定することが困難

な設備・機器の場合は，設備・機器の周囲にユニット相互間の間隔

を維持するための剛構造物を取り付ける又は設計上，移動範囲を制

限する。 

ｆ．核燃料物質を不連続的に取り扱う（バッチ処理）施設においては，

核燃料物質を次の工程に移動させようとしても，核燃料物質を受け

入れる工程が取扱制限値を満足する状態にならなければ，移動する

ことができない設計とする。 

ｇ．核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合，核燃料

物質の落下及び脱落を防止する機構により，搬送中の核燃料物質を

安全に保持する設計とする。 

 

 第２項について 

設備の容量，形状及び配置並びに核燃料物質の取扱方法から，加工施

設で臨界が発生することは想定されないが，万一，臨界が発生した場合

にも臨界及びその継続性を検知することができるよう，臨界の発生を検

知するための臨界検知用ガスモニタを設置し，中央監視室に警報を発する

設計とする。また，臨界の継続性を検知するために放射線サーベイ機器を

備える。 
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２．核燃料物質の臨界防止に係る設計方針 

２．１ 臨界安全設計 

(イ) 基本的な考え方 

プルトニウムの臨界質量はウランと比較して小さく，また，水のよう

な減速材があると臨界質量がさらに小さくなることから，加工施設は，

主要な工程を乾式で構成することにより臨界安全を確保し，以下の核燃

料物質の臨界防止に係る基本的な設計方針に基づき，通常時に予想され

る機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤

操作を想定した場合においても，核燃料物質が臨界に達するおそれがな

い設計とする。 

(１) 加工施設で取り扱う核燃料物質は，プルトニウム富化度60％以下，

プルトニウム中のプルトニウム－240含有率17％以上，ウラン中のウラ

ン－235含有率1.6％以下のＭＯＸ，ウラン中のウラン－235含有率５％

以下の濃縮ウラン，天然ウラン，劣化ウラン，標準試料及び分析試料

であり，このうちＭＯＸ，濃縮ウラン，標準試料及び分析試料を取り

扱う設備・機器について臨界管理を行う。 

(２) 核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニットとし，これに取

扱制限値を設定することにより臨界を防止する。取扱制限値を定める

に当たっては，核燃料物質その他の物質の種類，量，物理的及び化学

的形態等を考慮し，安全裕度を見込んだモデルで臨界評価を行う。 

(３) 単一ユニットの設備・機器のうち，形状寸法を制限し得るものにつ

いては，その形状寸法について適切な取扱制限値を設け，これが困難

な場合にあっては，核燃料物質の質量に適切な取扱制限値を設ける。 

(４) 二つ以上の単一ユニットが存在する複数ユニットについては，ユニ

ット相互間における間隔を維持することにより，最も厳しい状態にお
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いても臨界に達しない設計とする。核的に安全な配置を定めるに当た

っては，単一ユニット間の距離，減速効果，中性子吸収材の有無等を

考慮し，裕度を見込んだモデルで臨界評価を行う。 

(５) 取扱制限値の維持及び管理については，起こるとは考えられない独

立した二つ以上の異常が同時に起らない限り臨界に達しないように設

計する。 

(６) 設計上想定される溢水が発生した場合を想定しても，非密封の核燃

料物質をグローブボックス内で取り扱う工程では，核燃料物質を取り

扱うグローブボックス内への溢水の流入を防止することにより，臨界

に達しない設計とする。また，核燃料物質を燃料棒又は混合酸化物貯蔵

容器に密封して取り扱う工程では，核燃料物質が水に直接接しない設計

とすることにより臨界の発生を防止する。 

 

(ロ) 単一ユニットの臨界安全 

単一ユニットについては，技術的にみて想定されるいかなる場合でも

臨界を防止するために，形状寸法，質量，減速材，同位体組成，プルト

ニウム富化度等の制限及び中性子吸収材の使用の有無並びにこれらの組

合せによって核的に制限することにより臨界を防止する対策を講ずる。 

(１) 単一ユニットの設定 

以下に示す取扱い上の一つの単位を単一ユニットとする。 

① 粉末及びペレットを取り扱う工程では，質量管理を基本とし，単一

ユニットは設備・機器を収納するグローブボックス，焼結炉等に設定

する。 

② 燃料棒，貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工程では，形状

寸法管理を基本とし，単一ユニットは設備・機器に設定する。 
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③ 混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を取り扱う工程では，体数管理

とし，単一ユニットは設備・機器に設定する。 

④ ウラン燃料棒を取り扱う工程では，本数管理とし，単一ユニットは

設備・機器に設定する。 

⑤ 少量の溶液を取り扱う分析設備では，質量管理とし，単一ユニット

は設備・機器を収納するグローブボックスに設定する。（少量の核燃

料物質を含む溶液は分析設備でのみ取り扱う。） 

(２) 単一ユニットの取扱制限値の考え方 

単一ユニットに設定する取扱制限値の考え方は，以下のとおりとす

る。 

① 核燃料物質を収納する，単一ユニットとしての設備・機器のうち，

その形状寸法を制限し得るものについては，その形状寸法について適

切な取扱制限値を設ける。 

② 上記①の形状寸法管理が困難な設備・機器及び単一ユニットとして

のグローブボックスについては，取り扱う核燃料物質自体のＰｕ＊質

量，プルトニウム富化度，含水率について適切な取扱制限値を設ける。

この場合，誤操作等を考慮しても工程室内の核燃料物質が上記の制限

値を超えないよう，信頼性の高いインターロックにより，取扱制限値

以下であることが確認されなければ次の工程に進めない設計とする。 

なお，質量管理を行うグローブボックス間の搬送グローブボックス

については，搬送中に核燃料物質の取扱いによる核燃料物質量の増

減及び形態の変化はないため，搬送時に搬送元の単一ユニットに属

するユニットとして管理する。 

③ 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器のうち，核燃料物質

が入るおそれのある設備・機器についても上記①又は②を満足するよ
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うに設計する。 

なお，加工施設では，核燃料物質の収納を考慮していない設備・機

器には核燃料物質が入るおそれはない。 

(３) 取扱制限値の設定 

① 取扱制限値を設定するに当たっては，取り扱う核燃料物質中のプル

トニウム富化度，同位体組成，密度，幾何学的形状，減速条件，中性

子吸収材の有無を考慮し，最も厳しい結果を与えるよう，中性子の減

速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，

誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

ａ．プルトニウム富化度，核分裂性プルトニウム割合及び核分裂性プ

ルトニウム富化度は，受入条件及び取扱条件を考慮してより厳しい

評価となるように設定する。 

ｂ．ＭＯＸ中のウラン－235は，より厳しい評価となるようにプルトニ

ウム－239に置き換えて評価する。 

ｃ．核燃料物質の密度については，文献値(７)，理論密度及び粉末の性

状に基づき，各単一ユニットで想定し得る密度の最大値を設定条件

とする。 

ｄ．核燃料物質の含水率については，文献値(15)(16)，添加剤の投入量等

を考慮して設定する。なお，ＭＯＸ粉末を空気雰囲気下で保管した

場合であっても，ＭＯＸ粉末中の含水率の上昇はほとんどないこと

（約３ヶ月で0.1％未満(63)）から，ＭＯＸ粉末の含水率は取扱制限

値の設定において見込んだ裕度内に収まる。 

ｅ．混合酸化物貯蔵容器の体数，燃料棒の平板厚さ，燃料棒の本数，

貯蔵マガジン及び組立マガジンの段数並びに燃料集合体の体数の評

価においては，核燃料物質間の雰囲気中水密度（空間中に含まれる
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水分の密度）(８)をより厳しい評価となるように考慮して設定する。 

② 取扱制限値を設定するに当たって，参考とする文献は，公表された

信頼度の高いものであり，また，臨界計算コードは，実験値との対比

がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを使用する。 

ａ．評価に当たっては，臨界ベンチマーク実験の解析によりその信頼

性が確認され，ＭＯＸに対する推定臨界下限中性子実効増倍率（こ

の値以下であれば，臨界に達するおそれがないと判断される中性子

実効増倍率）が0.97と検証(９)(17)されている計算コードシステム

SCALE-4(10)のKENO-V.aコード及びENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算

する。 

ｂ．評価には，中性子の漏れが最も少ない球形状モデルを用いる。ま

た，構造材等からの中性子反射効果をより厳しい評価となるように

考慮し，均一な核燃料物質の周囲に厚さ30cmの水反射体を設けたモ

デルとする。 

③ 取扱制限値は，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算し，

未臨界（統計誤差として標準偏差の３倍を考慮した中性子実効増倍率

が0.95以下）となる値を設定する。 

④ バッグイン作業により核燃料物質を搬入する単一ユニットについて

は，運転員の単一の誤操作による二重装荷の発生を考慮し，中性子実

効増倍率0.95以下に対応する質量の２分の１以下となる値を設定する。 

⑤ 設備・機器の特徴を考慮し，設備・機器で取り扱うことを想定した

ＭＯＸ質量から算出したＰｕ＊質量が，中性子実効増倍率0.95以下に

対応するＰｕ＊質量を超える場合は，当該単一ユニットに対して中性

子実効増倍率が0.95以下に対応するＰｕ＊質量を取扱制限値として設

定する。 
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また，バッグイン作業により核燃料物質を搬入する単一ユニットに

ついて，設備・機器で取り扱うことを想定したＭＯＸ質量から算出し

たＰｕ＊質量が，中性子実効増倍率0.95以下に対応するＰｕ＊質量の

２分の１を超える場合は，当該単一ユニットに対して中性子実効増倍

率が0.95以下に対応するＰｕ＊質量の２分の１を取扱制限値として設

定する。 

⑥ 天然ウラン及び劣化ウランを取り扱う設備は，臨界安全に関する制

限を要しない。 

以上の考え方を踏まえ，取扱制限値の核燃料物質量が未臨界であ

ることは，核燃料物質の形態ごとに中性子実効増倍率が0.95以下に

対応するＰｕ＊質量，平板厚さ，本数，段数又は体数を算定し，その

値以下（バッグイン作業により核燃料物質を搬入する単一ユニット

はそのＰｕ＊質量値の２分の１以下）に設定されていることを確認

することにより行う。核燃料物質の形態ごとの主要な計算条件を添５第

５表に，核燃料物質の形態ごとの計算モデルを添５第６表に，各単一

ユニットの取扱制限値を添５第７表から添５第15表に示す。 

なお，臨界計算において参照した燃料集合体の諸元は，次のとおり

である。 
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(ハ) 複数ユニットの臨界安全 

複数ユニットについては，技術的にみて想定されるいかなる場合でも

臨界を防止するために，単一ユニット相互の間隔の維持，単一ユニット

相互間における中性子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより臨界を

防止する設計とする。 

(１) 複数ユニットの設定 

取扱制限値を設定した単一ユニットが二つ以上存在する場合，次項

に掲げる核的に安全な措置を講ずる。ただし，単一ユニット間に，厚

さ30.5cm以上のコンクリートの層が存在(49)する場合，中性子相互作

用を無視し得るため，核的に隔離されているものとする。 

(２) 複数ユニットにおける核的に安全な措置 

① 核的に安全な配置を定めるに当たっては，最も厳しい結果を与える

よう，中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又

は計算による誤差，誤操作等を考慮して裕度を見込む。 

 
ＢＷＲ８×８

型燃料集合体 

ＢＷＲ９×９

型燃料集合体 

ＰＷＲ17×17型

燃料集合体(20) 

ペレット 直径(cm) 約1.04(18) 
約0.96又は 

約0.94(18) 
約0.82 

燃料棒 

内径(cm) 約1.06(18) 
約0.98又は 

約0.96(18) 
約0.84 

スタック長 

(ｍ) 
約3.71(18) 約3.71(18) 約3.7 

被覆管材料 
ジルカロイ－

２(18) 

ジルカロイ－

２(18) 
ジルカロイ－４ 

燃料 

集合体 

燃料棒本数 

(本) 
60(18) 74又は72(18) 264 

燃料棒ピッ

チ(cm) 
約1.63(19) 約1.43(19) 約1.26 
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② 核的に安全な配置を定めるに当たって，参考とする文献は，公表さ

れた信頼度の高いものであり，また，臨界計算コードは，実験値との

対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証されたものを使用する。 

ａ．評価に当たっては，臨界ベンチマーク実験の解析によりその信頼

性が確認され，ＭＯＸに対する推定臨界下限中性子実効増倍率が

0.97と検証されている計算コードシステムSCALE-4のKENO-V.aコ

ード及びENDF/B-Ⅳライブラリを用いて計算する。 

③ 単一ユニット間は，臨界計算コードにより中性子実効増倍率を計算

し，未臨界（統計誤差として標準偏差の３倍を考慮した中性子実効増

倍率が0.95以下。）となるように配置する。 

④ 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっては，通常時に作

用している荷重に対して発生する変形が過大とならないように構造強

度を持つ構造材を用いて固定することにより，これを維持及び管理す

る。なお，ＭＯＸ粉末を取り扱う容器のように固定することが困難な

設備・機器の場合は，設備・機器の周囲にユニット相互間の間隔を

維持するための剛構造物を取り付ける又は設計上，移動範囲を制限

する。 

⑤ 核燃料物質を不連続的に取り扱う（バッチ処理）施設においては，

核燃料物質を次の工程に移動させようとしても，核燃料物質を受け

入れる工程が取扱制限値を満足する状態にならなければ，移動する

ことができない設計とする。 

⑥ 核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した場合，核燃料

物質の落下及び脱落を防止する機構により，搬送中の核燃料物質を

安全に保持する設計とする。 

⑦ 貯蔵設備及び一時保管設備は，設備内の単一ユニット相互間の距離
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を設定し，必要に応じて中性子吸収材による管理を併用することによ

り，核的に安全な配置とする。 

⑧ ウラン輸送容器一時保管エリア，燃料棒受入一時保管エリア及び燃

料集合体輸送容器一時保管エリアでは，ウラン粉末缶，ウラン燃料棒

及び燃料集合体を「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬

に関する規則」に定める技術基準に適合する核燃料輸送物として保管

する。 

⑨ 外部より受け入れるウラン燃料棒をウラン燃料棒用輸送容器の内容

器に収納して保管する際には，核的に安全な配置とする。 

以上の考え方を踏まえた貯蔵設備の計算モデルを添５第16表に，一

時保管設備の計算モデルを添５第17表に，単一ユニット相互間の計算

モデルを添５第18表に示す。 

 

(ニ) 取扱制限値の維持及び管理 

加工施設の臨界管理は，形状寸法管理を基本とし，これが困難な場合

にあっては，質量管理を行う。形状寸法管理及び質量管理を行う各単一

ユニットにおいて，取扱制限値の維持及び管理は次のとおり行う。 

(１) 形状寸法管理 

形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機器の構造又は機構

により取扱制限値を維持する設計とする。また，核燃料物質を取り扱

う容器は，通常の取扱条件において容易に変形しない構造材を用いる

設計とする。 

① 混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体は，工程内の取扱いにおいて核

燃料物質量に変化がない。このため，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集

合体を体数で管理する単一ユニットにおいては，構成する設備・機器
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が構造的に取扱制限値以下の体数でなければ取り扱えない設計とする。 

② 燃料棒を取り扱う工程において形状寸法管理を行う単一ユニットは，

単一ユニットの入口に取扱制限値以内に制限するためのゲートを設置

するとともに，燃料棒を平板厚さに対する取扱制限値以内で取り扱う

ように設計する。 

③ 貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工程において形状寸法管

理を行う単一ユニットは，貯蔵マガジン及び組立マガジンを積み重ね

て取り扱うことのない機構とする。 

なお，形状寸法管理を行う各単一ユニットは形状寸法の管理と併せ

て，ペレットから燃料棒に形態が変化する際にプルトニウム富化度が

ＢＷＲ燃料棒は17％以下，ＰＷＲ燃料棒は18％以下であることを確認

し，燃料棒から燃料集合体に形態が変化する際には，燃料集合体平均

でＢＷＲ燃料集合体は11％以下，ＰＷＲ燃料集合体は14％以下である

こと等を確認する。また，燃料棒及び燃料集合体の解体時においても

同様の確認を行う。 

(２) 質量管理 

質量管理は，臨界管理用計算機，運転管理用計算機等を用いて行い，

各単一ユニットの核燃料物質の在庫量を常時把握するとともに，核燃

料物質を搬送する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質

量，形態等を把握することにより行う。搬送装置を用いた単一ユニッ

トへの核燃料物質の搬送においては，取扱制限値以下であることが確

認されなければ搬入が許可されないインターロックを有する誤搬入防

止機構を設ける設計とし，誤搬入防止機構は，秤量器，ＩＤ番号読取

機，運転管理用計算機，臨界管理用計算機，誤搬入防止機構（シャッ

タ）等から構成する。また，混合機への添加剤の投入については，取
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扱制限値以下であることが確認されなければ投入が許可されないイン

ターロックを有する誤投入防止機構を設ける設計とし，誤投入防止機

構は，秤量器，ＩＤ番号読取機，運転管理用計算機，臨界管理用計算

機及び誤投入防止機構（添加剤受入バルブ）又は誤投入防止機構（添

加剤投入バルブ）から構成する。誤搬入防止機構の概念図を添５第10

図に，誤投入防止機構の概念図を添５第11図に示す。 

① 質量管理を行う単一ユニットへの，搬送装置を介した核燃料物質の

搬入は，以下の方法により行うことで，機器の単一故障若しくはその

誤作動又は運転員の単一誤操作では取扱制限値を逸脱しない。 

ａ．核燃料物質は容器に収納して単一ユニット間の搬送を行う。取扱

制限値（Ｐｕ＊質量）と比較するため，秤量されたＭＯＸ質量と，

容器のＩＤ番号に関連付けられたプルトニウム富化度，核分裂性プ

ルトニウム割合及びウラン中のウラン－235含有率の必要な在庫情報

を用いて搬送物のＰｕ＊質量を算出する。このため，原料ＭＯＸ粉

末中のプルトニウム－239，プルトニウム－241，ウラン－235の含有

率及び原料ウラン粉末中のウラン－235の含有率を受入時に確認する。 

ｂ．搬送する容器の秤量を二つの秤量器により行い，秤量値に有意な

差がないことを臨界管理用計算機及び運転管理用計算機により確認

するとともに，搬送先の単一ユニット内に存在するＰｕ＊質量と搬

送物のＰｕ＊質量の合計が，取扱制限値以下であることを確認する。 

ｃ．単一ユニットに核燃料物質を搬入するに当たっては，搬送予定に

基づく搬送要求により動作を開始する設計とする。 

ｄ．運転管理担当者は，運転管理用計算機によるＰｕ＊質量の確認結

果と搬送予定に基づき，核燃料物質の単一ユニットへの搬入の可否

判断を行うとともに，工程の運転状況を監視する。 
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ｅ．臨界管理担当者は，生産に関する情報と臨界管理用計算機の情報

に基づき，質量管理の実施状況を監視する。 

なお，臨界管理担当者が質量管理の実施状況に異常を確認した場

合は，核燃料物質の搬送を行わない設計とする。 

ｆ．核燃料物質の誤搬入を防止するため，核燃料物質中のＰｕ＊質量

が取扱制限値以下であることを確認しなければ，単一ユニットへの

核燃料物質の搬入が行えない誤搬入防止機構（シャッタ）等を設け

る。ただし，少量の標準試料及び分析試料を搬入する場合は除く。 

ｇ．臨界管理用計算機及び運転管理用計算機は，故障検知機能を有し

ており，故障を検知した場合は，核燃料物質の搬送を行わない設計

とする。 

ｈ．従事者がバッグイン作業により核燃料物質を搬入する単一ユニッ

トについては，二重装荷の発生を考慮して設定した取扱制限値を維

持及び管理する。 

ｉ．分析済液処理ユニットから低レベル廃液処理設備へ払い出す廃液

中には，臨界管理上有意な量の核燃料物質が含まれないことを確認

する。 

ｊ．分析設備への気送装置による分析試料の搬送及び燃料棒解体ユニ

ットへの燃料棒搬送装置による核燃料物質の搬送に当たっては，核

的に安全な配置を保持するように定めた搬送路を搬送する設計とす

る。 

ｋ．バッグアウトした核燃料物質の運搬台車による搬送に当たっては，

他の核燃料物質と核的に安全な間隔を維持する設計とする。 

② 質量管理を行う単一ユニットでは，取扱制限値であるＰｕ＊質量だ

けでなく，臨界管理に必要となる取扱制限値（プルトニウム富化度及
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び含水率）に加えて，必要に応じて核分裂性プルトニウム富化度につ

いても確認を行う。この確認においては，搬送予定の容器のＩＤ番号

に関連付けられた在庫情報を用いて，核分裂性プルトニウム富化度が，

搬入先単一ユニットの設定条件以下であることを臨界管理用計算機及

び運転管理用計算機により行う。 

なお，密度については，各形態で想定し得る値に対してより厳しい

評価となるように設定するため，確認は行わない。 

以下に，取扱制限値（プルトニウム富化度及び含水率）の確認にお

ける基本的な考え方を示す。 

ａ．プルトニウム富化度 

各単一ユニットにおいて取り扱うＭＯＸ粉末及びペレットの各形

態のプルトニウム富化度については，60％以下，30％以下又は18％

以下を取扱制限値とする。プルトニウム富化度は，以下の方法によ

り確認する。 

なお，プルトニウム富化度が18％以下の粉末の管理に当たっては，

プルトニウム富化度に加え，核分裂性プルトニウム割合との組合せ

で核分裂性プルトニウム富化度が11.6％以下であることを確認する。 

(ａ) ＭＯＸ粉末とウラン粉末を混合する単一ユニットにおける，混

合後のプルトニウム富化度は，混合前のＭＯＸ粉末及びウラン粉

末の取扱質量並びにＭＯＸ粉末のプルトニウム富化度から，臨界

管理用計算機及び運転管理用計算機で計算することにより確認す

る。 

(ｂ) 二次混合以降の粉末及びペレットについては，核分裂性プルト

ニウム富化度についても，プルトニウム富化度及び核分裂性プル

トニウム割合に基づいて臨界管理用計算機及び運転管理用計算機
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で計算し，核分裂性プルトニウム富化度が設定条件以下であるこ

とを確認する。 

(ｃ) 運転管理担当者は，運転管理用計算機によるプルトニウム富化

度の確認結果と搬入予定に基づき，搬入の可否判断及び状況の監

視を行う。 

(ｄ) 臨界管理担当者は，生産に関する情報及び臨界管理用計算機の

情報に基づき，プルトニウム富化度管理の実施状況の監視及び異

常時の対応を行う。 

ｂ．含水率 

添加剤は有機物粉末であることから，ＭＯＸ粉末中に添加剤を投

入するに当たり，中性子の減速効果を考慮して水分質量に換算し，

以下の方法により確認することで，機器の単一故障若しくはその誤

作動又は運転員の単一誤操作では取扱制限値を逸脱しない。 

(ａ) 添加剤を投入する単一ユニットにおいては，添加剤の投入後の

含水率を取扱制限値とする。 

また，添加剤の投入に際しては，１回の混合で使用する添加剤

の秤量を二つの秤量器により行い，秤量値に有意な差がないこと

を確認するとともに，粉末の混合時に添加剤の水分換算質量と投

入先のＭＯＸ粉末中及びウラン粉末中の水分質量の合計から得ら

れる含水率が取扱制限値以下であることを臨界管理用計算機及び

運転管理用計算機により確認する。この混合時の含水率の算出の

ために，原料ＭＯＸ粉末及び原料ウラン粉末の含水率を受入れ時

に確認する。 

回収粉末については必要に応じて，粉末の含水率を確認する。 

(ｂ) 運転管理担当者は，運転管理用計算機による含水率の確認結果
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及び投入予定に基づき，添加剤のＭＯＸ粉末中への投入の可否判

断及び状況の監視を行う。 

また，運転管理担当者は，運転管理用計算機の情報に基づき，

工程の運転状況を把握する。 

(ｃ) 臨界管理担当者は，生産に関する情報及び臨界管理用計算機の

情報に基づき，含水率管理の実施状況の監視及び異常時の対応を

行う。 

③ 粉末及びペレットを取り扱う容器に設定した取扱制限値の維持及び

管理について，Ｐｕ＊質量については上記①ｂ．を，プルトニウム富

化度については上記②ａ．を，含水率については上記②ｂ．に述べた

方法により確認する。各容器の取扱制限値を添５第19表に示す。 

④ ウラン燃料棒を本数で管理する単一ユニットにおいては，臨界管理

用計算機及び運転管理用計算機による本数の確認，運転管理担当者に

よる搬入の可否判断及び状況の監視並びに臨界管理担当者による状況

の監視及び異常時の対応を質量管理と同様に行う。 

なお，輸送容器の内容器のＩＤ番号に関連付けられたウラン燃料棒

本数の確認を行う。 

(３) 加工施設外からの核燃料物質の受入れ 

加工施設外から受け入れる核燃料物質は，次のとおり取扱制限値以

下であることを受入れ時に確認する。 

① 再処理施設から受け入れる原料ＭＯＸ粉末については，取扱制限値

以下であることの確認と併せて，プルトニウム中のプルトニウム－240

含有率が17％以上であることを受入れ時に確認する。 

② 加工施設外から受け入れる原料ウラン粉末及びウラン燃料棒につい

てはウラン中のウラン－235 含有率が，取扱制限値以下であることを
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受入れ時に確認する。原料ウラン粉末に係る取扱制限値を添５第 19

表に示す。 

 

(ホ) 臨界及びその継続性の検知 

設備の容量，形状及び配置並びに核燃料物質の取扱方法から，加工施

設で臨界が発生することは想定されないが，万一，臨界が発生した場合

にも臨界及びその継続性を検知することができる設計とする。 

加工施設の特徴として，通常時は放射性希ガスによる有意なバックグ

ラウンドがないことから，臨界に伴い発生する核分裂生成物からの放射

線を検知することで，臨界の発生を検知することができる臨界検知用ガ

スモニタを設置し，臨界を検知した際には中央監視室に警報を発する設

計とする。また，臨界の継続性を検知するために放射線サーベイ機器を

備える。 

 

(へ) その他の考慮事項 

加工施設は，設計上定める条件より厳しい条件の下においても臨界に

達するおそれがないようにするため，次の設計とする。 

(１) 容器の誤搬入防止 

粉末調整工程において，一次混合後のＭＯＸ粉末を収納する容器に

はＪ60及びＪ85の２種類がある。Ｊ60は主にプルトニウム富化度30％

の一次混合粉末を約 65kg・ＭＯＸ収納し搬送する容器であり，Ｊ85

は平均プルトニウム富化度 18％以下に調整した二次混合粉末を約

90kg・ＭＯＸ収納し搬送する容器である。 

プルトニウム富化度は，上記(ニ) (２) ②ａ．に述べた方法による

確認を行うため，通常時に予想される機械又は器具の単一の故障若し
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くはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合においても，

プルトニウム富化度30％の一次混合粉末が収納されたＪ60が，平均プ

ルトニウム富化度18％以下のＭＯＸ粉末を取り扱う単一ユニットに搬

入されることはない。 

ただし，設計上定める条件より厳しい条件の下においても臨界が発

生することがないよう，平均プルトニウム富化度 18％以下のＭＯＸ

粉末を取り扱う単一ユニットには，物理的な障害を設けることにより

Ｊ60の搬入を防止する対策を講ずる。このＪ60の搬入防止措置は以

下の設備に対して設ける。 

① 均一化混合ユニット 

② 造粒ユニット 

③ 添加剤混合ユニットＡ 

④ 添加剤混合ユニットＢ 

(２) 混合機の容積制限 

質量管理を行う設備では，通常時に予想される機械又は器具の単一

の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合

においても臨界に至ることはないが，添加剤の投入が可能で，設計上

定める条件より厳しい条件の下において含水率の逸脱が想定される混

合機（予備混合装置の予備混合機，均一化混合装置の均一化混合機，

添加剤混合装置の添加剤混合機及び回収粉末処理・混合装置の回収粉

末混合機）については，ＭＯＸ粉末及び添加剤のいかなる組合せの過

剰投入を想定した場合においても臨界が発生することがないよう，混

合機で取り扱うＭＯＸ粉末の平均プルトニウム富化度に応じ混合機容

積を以下の値以下で設計する。 

・平均プルトニウム富化度30％： 120Ｌ以下（予備混合機） 
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・平均プルトニウム富化度 18％： 370Ｌ以下（均一化混合機，添

加剤混合機，回収

粉末混合機） 

なお，臨界に至ることがないことを確認した計算条件及び評価結果

を添５第20表に示す。 
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添５第５表 核燃料物質の形態ごとの中性子実効増倍率 0.95 以下に対応する値の計算条件 

形態 
Ｐｕ富化度
（％）(注１) 

含水率（％）(注２) 
密度 

（×103kg/m3） 
核分裂性Ｐｕ割合

（％）(注３) 
ウラン中のウラン-235

含有率（％） 
中性子実効増倍率0.95以下 

に対応する値 

原料ＭＯＸ粉末 60 0.5 4.0 83 1.6 混合酸化物貯蔵容器 １体 

ＭＯＸ粉末－１ 60 1.5 5.0 83 1.6 35.0 kg・Pu＊ 

ＭＯＸ粉末－２ 33 2.5 5.0 83 1.6 45.0 kg・Pu＊ 

ＭＯＸ粉末－３ 14(注４) 3.5 7.9 83 1.6 29.0 kg・Pu＊ 

ＭＯＸ粉末－４ 18(注５) 0.5 6.0 83 1.6 83.0 kg・Pu＊ 

ペレット－１ 14(注４) 3.5 7.9 83 1.6 29.0 kg・Pu＊ 

ペレット－２ 18(注５) 0.1 11.1 83 1.6 36.0 kg・Pu＊ 

ペレット－３ 60 3.5 11.3 83 1.6 7.50 kg・Pu＊ 

燃料棒 

ＢＷＲ燃料棒 12(注６) 0.1 11.1 83 1.6 平板厚さ15.0cm 
貯蔵マガジン １段 
組立マガジン １段 ＰＷＲ燃料棒 14(注４) 0.1 11.1 83 1.6 

ウラン燃料棒 － 0.1 11.0 － ５ 
ウラン燃料棒 540本 
貯蔵マガジン １段 

燃料 
集合体 

ＢＷＲ燃料集合体 ８(注７) 0.1 11.1 83 1.6 
燃料集合体 １体 

ＰＷＲ燃料集合体 11(注８) 0.1 11.1 83 1.6 

ＭＯＸ溶液 60 －(注９) －(注９) 83 1.6 0.50 kg・Pu＊ 

注１ Ｐｕ富化度（％）＝（プルトニウム質量/（プルトニウム質量＋ウラン質量））×100 

注２ 含水率（％）＝（水分質量/（ＭＯＸ質量＋水分質量））×100 

注３ 核分裂性Ｐｕ割合（％）＝（（プルトニウム－239質量＋プルトニウム－241質量）/プルトニウム質量）×100 

なお，プルトニウム組成は再処理施設の臨界計算条件と同じ同位体組成（14）（プルトニウム－239：プルトニウム－240：プルトニウム－241＝71：17：12）とする。 

注４ 中性子実効増倍率0.95以下に対応する値の計算条件は，次の範囲に対して厳しい評価となる条件を設定する。 

１）核分裂性Ｐｕ富化度：11.6％以下 

２）Ｐｕ富化度：18％以下 

臨界評価上は，核分裂性Ｐｕ富化度11.6％及び核分裂性Ｐｕ割合83％との組合せから，Ｐｕ富化度を14％とする。 

ただし， 

 核分裂性Ｐｕ富化度（％）＝（（プルトニウム－239質量＋プルトニウム－241質量）/（プルトニウム質量＋Ｕ質量））×100 

注５ 二次混合以降の粉末及びペレットについては，核分裂性Ｐｕ富化度の管理も行う。このため，貯蔵設備及び一時保管設備内の単一ユニットに適用する場合は，核分裂性Ｐｕ富化度を11.6％以下とし，核分裂性Ｐｕ割合

83％との組合せから，Ｐｕ富化度を14％とする。 

注６ 中性子実効増倍率0.95以下に対応する値の計算条件は，次の範囲に対して厳しい評価となる条件を設定する。 

１）核分裂性Ｐｕ富化度：9.4％以下 

２）Ｐｕ富化度：17％以下 

臨界評価上は，核分裂性Ｐｕ富化度9.4％及び核分裂性Ｐｕ割合83％との組合せから，Ｐｕ富化度を12％とする。 

注７ 中性子実効増倍率0.95以下に対応する値の計算条件は，次の範囲に対して厳しい評価となる条件を設定する。 

１）燃料集合体平均としての核分裂性Ｐｕ富化度：6.1％以下 

２）燃料集合体平均としてのＰｕ富化度：11％以下 

臨界評価上は，核分裂性Ｐｕ富化度6.1％及び核分裂性Ｐｕ割合83％との組合せから，Ｐｕ富化度を８％とする。 

注８ 中性子実効増倍率0.95以下に対応する値の計算条件は，次の範囲に対して厳しい評価となる条件を設定する。 

１）燃料集合体平均としての核分裂性Ｐｕ富化度：9.1％以下 

２）燃料集合体平均としてのＰｕ富化度：14％以下 

臨界評価上は，核分裂性Ｐｕ富化度9.1％及び核分裂性Ｐｕ割合83％との組合せから，Ｐｕ富化度を11％とする。 

注９ 適減速条件  
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添５第６表 核燃料物質の形態ごとの中性子実効増倍率 0.95 以下に対応する値の計算モデル（１／７） 

  

形態 計算モデル 
中性子実効増倍率0.95

以下に対応する値 
モデル図 備考 

取扱単位 

混合酸化物

貯蔵容器 
原料ＭＯＸ粉末 

・核燃料物質の形状 

  円筒形状 直径 20.4cm(14) 

       高さ 無限長 

・反射条件     水30cm 

１体 

 

 
 

keff+3σ=0.863 

 

ＭＯＸ粉末－１ 

・核燃料物質の形状  球形状 

・反射条件      水30cm 

35.0kg･Ｐｕ＊ 

 

 
 

 

ＭＯＸ粉末－２ 45.0kg･Ｐｕ＊ 

ＭＯＸ粉末－３ 29.0kg･Ｐｕ＊ 

ＭＯＸ粉末－４ 83.0kg･Ｐｕ＊ 

ペレット－１ 29.0kg･Ｐｕ＊ 

ペレット－２ 36.0kg･Ｐｕ＊(注１) 

ペレット－３ 7.50kg･Ｐｕ＊(注１) 

 

2
0
.
4

原料ＭＯＸ粉末

水反射体 ［単位；cm］

3
0

30 20.4

立面図

平面図

鏡面反射条件

鏡面反射条件

核燃料物質

水反射体

［単位；cm］

球形状

keff+3σ=0.937ＭＯＸ粉末－１

keff+3σ=0.940ＭＯＸ粉末－２

keff+3σ=0.942ＭＯＸ粉末－３

keff+3σ=0.932ＭＯＸ粉末－４

keff+3σ=0.942ペレット－１

keff+3σ=0.941ペレット－２

keff+3σ=0.933ペレット－３

30
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添５第６表 核燃料物質の形態ごとの中性子実効増倍率 0.95 以下に対応する値の計算モデル（２／７） 

形態 計算モデル 
中性子実効増倍率0.95

以下に対応する値 
モデル図 備考 

燃料棒 

・燃料棒の配置 

 適配置（三角格子）で 

 無限配列 

・燃料棒（ペレット）の直径 

 ＢＷＲ８×８型 1.06cm 

ＢＷＲ９×９型 0.98cm 

ＰＷＲ17×17型 0.84cm 

・燃料棒の長さ  無限長 

・反射条件    水30cm 

・雰囲気中水密度 ０～0.1×103kg/m3 

平板厚さ15.0cm 

 

 

 
 

keff+3σ=0.933 (ＰＷＲ17×17型) 

 

 

１）燃料棒（ペレット）は直径を被

覆管の内径まで大きくし，被覆管

の材質は無視するが，厚みを空間

として考慮する。 

 

２）燃料棒の型式ごとに三角格子の

ピッチ及び段数を変化させて 適

配置を確認する。 

 

３）燃料棒の型式について比較し実

効増倍率の高い方を採用する。 

 

４）雰囲気中水密度を変化させて実

効増倍率の 高値を確認する。(雰

囲気中水密度0.1×103kg/m3) 

 

 

3
0

3
0

水反射体

［単位；cm］

1
5
.
0

断面図

鏡
面

反
射

条
件

燃料棒

鏡
面

反
射

条
件

雰囲気中水密度

(０～0.1×10
3
kg/m

3
)

0.954 (ＰＷＲ17×17型)
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添５第６表 核燃料物質の形態ごとの中性子実効増倍率 0.95 以下に対応する値の計算モデル（３／７） 

形態 計算モデル 
中性子実効増倍率0.95

以下に対応する値 
モデル図 備考 

ウラン燃料棒 

・燃料棒の配置 

 適配置（三角格子） 

・燃料棒（ペレット）の直径 

 ＢＷＲ８×８型 1.06cm 

 ＢＷＲ９×９型 0.98cm 

・燃料棒の長さ  無限長 

・反射条件    水30cm 

・雰囲気中水密度 ０～0.1×103kg/m3 

540本 

 

 

 
 
 

keff+3σ=0.946 (ＢＷＲ８×８型) 

 

１）燃料棒（ペレット）は直径を被

覆管の内径まで大きくし，被覆管

の材質は無視するが，厚みを空間

として考慮する。 

 

２）燃料棒の型式ごとに三角格子の

ピッチを変化させて 適配置を確

認する。 

 

３）燃料棒の型式について比較し実

効増倍率の高い方を採用する。 

 

４）雰囲気中水密度を変化させて実

効増倍率の 高値を確認する。(雰

囲気中水密度0.1×103kg/m3) 

 

水反射体

［単位；cm］断面図

30

雰囲気中水密度

(０～0.1×10
3
kg/m

3
)

燃料棒

8

(ＢＷＲ８×８型）
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添５第６表 核燃料物質の形態ごとの中性子実効増倍率 0.95 以下に対応する値の計算モデル（４／７） 

 形態 
計算モデル 

中性子実効増倍率0.95
以下に対応する値 

モデル図 備考 
取扱単位 

貯蔵マガジン 燃料棒 

・貯蔵マガジンの形状 

 36cm×36cm 

・燃料棒の配置 

 燃料棒を中心間距離1.7cmの８行×

８列正方格子に配列し，これを中心

間距離18.0cm×18.0cmの２行×２列

格子に配置 

・貯蔵マガジン中心線から も近い燃

料棒中心までの距離  3.9cm 

・燃料棒（ペレット）の直径 

 ＢＷＲ８×８型 1.06cm 

ＢＷＲ９×９型 0.98cm 

ＰＷＲ17×17型 0.84cm 

・燃料棒の長さ  無限長 

・貯蔵マガジンの配置 

 １段無限配列 

・中性子吸収材の配置 

 中性子吸収材を両側面に配置 

・中性子吸収材の厚み 

ほう素（質量百分率で0.8％）入り

ステンレス鋼厚さ0.3cm 

・反射条件    水30cm 

・雰囲気中水密度 ０～0.1 

×103kg/m3 

１段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
keff+3σ=0.854 (ＢＷＲ８×８型) 

 

１）燃料棒（ペレット）は直径を被

覆管内径まで大きくし，被覆管の

材質は無視するが，厚みを空間と

して考慮する。 

 

２）燃料棒の型式について比較し実

効増倍率の高い方を採用する。 

 

３）雰囲気中水密度を変化させて実

効増倍率の 高値を確認する。(雰

囲気中水密度0.1×103kg/m3) 

 

1. 73. 9

3.
9

36

3
6

3. 9

3
.9

1
8

0. 30. 3

燃料棒

中性子吸収材
(ほう素入りステンレス鋼)

雰囲気中水密度

(０～0.1×10
3
kg/m

3
)

水反射体

18

鏡
面

反
射
条

件

鏡
面
反

射
条
件

断面図 ［単位；cm］

3
0

3
0

1.
7
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添５第６表 核燃料物質の形態ごとの中性子実効増倍率 0.95 以下に対応する値の計算モデル（５／７） 

 形態 
計算モデル 

中性子実効増倍率0.95
以下に対応する値 

モデル図 備考 
取扱単位 

組立マガジン 燃料棒 

・組立マガジンの形状 

 36cm×36cm 

・燃料棒の配置（燃料棒収容領域） 

24cm×24cm 

・燃料棒（ペレット）の直径 

 ＢＷＲ８×８型 1.06cm 

ＢＷＲ９×９型 0.98cm 

ＰＷＲ17×17型 0.84cm 

・燃料棒の長さ    無限長 

・組立マガジンの配置 １段無限配列 

・反射条件     水30cm 

・雰囲気中水密度  ０～0.1 

×103kg/m3 

１段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
keff+3σ=0.843 (ＰＷＲ17×17型) 

 

１）燃料棒（ペレット）は直径を被

覆管内径まで大きくし，被覆管の

材質は無視するが，厚みを空間と

して考慮する。 

 

２）燃料棒の型式について比較し実

効増倍率の高い方を採用する。 

 

３）雰囲気中水密度を変化させて実

効増倍率の 高値を確認する。(雰

囲気中水密度0.1×103kg/m3) 
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添５第６表 核燃料物質の形態ごとの中性子実効増倍率 0.95 以下に対応する値の計算モデル（６／７） 

形態 計算モデル 
中性子実効増倍率0.95

以下に対応する値 
モデル図 備考 

燃料集合体 

・燃料集合体の形状 

 ＢＷＲ燃料集合体 

 ＰＷＲ燃料集合体 

・燃料棒（ペレット）の直径 

 ＢＷＲ８×８型 1.06cm 

 ＢＷＲ９×９型 0.98cm 

 ＰＷＲ17×17型 0.84cm 

・燃料棒の長さ   無限長 

・反射条件     水30cm 

・雰囲気中水密度  ０～0.1×103kg/m3 

１体 

 

 
 

keff+3σ=0.651 (ＰＷＲ17×17型) 

 

１）燃料棒（ペレット）は直径を被

覆管内径まで大きくし，被覆管の

材質は無視するが，厚みを空間と

して考慮する。 

 

２）燃料棒の型式について比較し実

効増倍率の高い方を採用する。 

 

３）ＰＷＲ燃料集合体の案内管，Ｂ

ＷＲ燃料集合体のウォーターロッ

ド及びウラン燃料棒はすべて燃料

棒に置き換える。 

 

４）雰囲気中水密度を変化させて実

効増倍率の 高値を確認する。(雰

囲気中水密度0.1×103kg/m3) 

 

30

断面図 ［単位；cm］

3
0

燃料棒
雰囲気中水密度

(０～0.1×10
3
kg/m

3
)

水反射体

1
.
2
6

1.26
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添５第６表 核燃料物質の形態ごとの中性子実効増倍率 0.95 以下に対応する値の計算モデル（７／７） 

形態 計算モデル 
中性子実効増倍率0.95

以下に対応する値 
モデル図 備考 

ＭＯＸ溶液 

・核燃料物質の形状  球形状 

・減速条件      適 

・反射条件      水30cm 

0.50kg･Ｐｕ＊(注１) 

 

 
 

keff+3σ=0.945 

１）ＭＯＸ濃度を変化させて実効増

倍率の 高値を確認する。( 適減

速条件0.06×103kg/m3) 

注１ 二重装荷を考慮する場合は２分の１とする。 

  

ＭＯＸ溶液

水反射体

［単位；cm］

球形状

30
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添５第７表 成形施設単一ユニットの取扱制限値【形状寸法管理】 

設備 ユニット名 
   取扱制限値 

取扱単位  

貯蔵容器受入設備 

洞道搬送ユニット 混合酸化物貯蔵容器 １体 

受渡天井クレーン 

ユニット 
混合酸化物貯蔵容器 １体 

受渡ユニット 混合酸化物貯蔵容器 １体 

保管室クレーンユニット 混合酸化物貯蔵容器 １体 

貯蔵容器検査ユニット 混合酸化物貯蔵容器 １体 

原料粉末受払設備 貯蔵容器受払ユニット 混合酸化物貯蔵容器 １体 
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添５第８表 成形施設単一ユニットの取扱制限値【質量管理】（１／５） 

設備 ユニット名 

取扱制限値 

ＭＯＸ質量 Ｐｕ＊質量 Ｐｕ富化度 含水率 

原料ＭＯＸ粉末缶 
取出設備 

原料ＭＯＸ粉末缶 
取出ユニット 50kg･ＭＯＸ 21.9kg・Ｐｕ＊ 60％ 0.5％ 

一次混合設備 

原料ＭＯＸ粉末秤量・ 
分取ユニットＡ 60kg･ＭＯＸ 26.7kg・Ｐｕ＊ 60％ 0.5％ 

原料ＭＯＸ粉末秤量・ 
分取ユニットＢ 60kg･ＭＯＸ 26.7kg・Ｐｕ＊ 60％ 0.5％ 

ウラン粉末・回収粉末 
秤量・分取ユニット 258kg･ＭＯＸ 19.3kg・Ｐｕ＊ 18％

※１ 0.5％ 

予備混合ユニット
※２ 87kg･ＭＯＸ 24.5kg・Ｐｕ＊ 60％ 1.0％ 

一次混合ユニットＡ
※３ 96kg･ＭＯＸ 22.1kg・Ｐｕ＊ 30％ 1.0％ 

一次混合ユニットＢ
※３ 96kg･ＭＯＸ 22.1kg・Ｐｕ＊ 30％ 1.0％ 

※１ Ｐｕ富化度が 18％以下の粉末の管理に当たっては，Ｐｕ富化度に加え，核分裂性Ｐｕ割合との組合せで核分裂性Ｐｕ富化度が 11.6％以下となるように管理する。 

※２ 混合後の粉末は J60 に収納することから，粉末混合時の平均 Pu 富化度は J60 の取扱制限値である 30％以下とする。 

※３ ウラン合金ボールを使用するユニットであるが，ウラン合金であるためＭＯＸ質量には含めない。 
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添５第８表 成形施設単一ユニットの取扱制限値【質量管理】（２／５） 

設備 ユニット名 

取扱制限値 

ＭＯＸ質量 Ｐｕ＊質量 Ｐｕ富化度 含水率 

二次混合設備 

一次混合粉末秤量・ 
分取ユニット 258kg･ＭＯＸ 38.6kg・Ｐｕ＊ 30％ 1.0％ 

均一化混合ユニット
※２ 311kg･ＭＯＸ 40.4kg・Ｐｕ＊ 30％ 1.5％ 

造粒ユニット 128kg･ＭＯＸ 14.7kg・Ｐｕ＊ 18％
※１ 1.5％ 

添加剤混合ユニットＡ 208kg･ＭＯＸ 23.9kg・Ｐｕ＊ 18％
※１ 2.5％ 

添加剤混合ユニットＢ 208kg･ＭＯＸ 23.9kg・Ｐｕ＊ 18％
※１ 2.5％ 

分析試料 
採取設備 

原料ＭＯＸ分析試料 
採取ユニット 32kg･ＭＯＸ 14.0kg・Ｐｕ＊ 60％ 0.5％ 

分析試料採取・詰替 
ユニット 213kg･ＭＯＸ 28.2kg・Ｐｕ＊ 30％ 2.5％ 

※１ Ｐｕ富化度が 18％以下の粉末の管理に当たっては，Ｐｕ富化度に加え，核分裂性Ｐｕ割合との組合せで核分裂性Ｐｕ富化度が 11.6％以下となるように管理する。 

※２ J85 内は異なる富化度の粉末が積層状態となる場合があることから，容器内の平均Ｐｕ富化度である 18％以下で管理する。それに伴い，J85 内粉末を投入する。 

   均一化混合機についても，J85 の平均 Pu 富化度の粉末を取り扱うものとする。 
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添５第８表 成形施設単一ユニットの取扱制限値【質量管理】（３／５） 

設備 ユニット名 

取扱制限値 

ＭＯＸ質量 Ｐｕ＊質量 Ｐｕ富化度 含水率 

スクラップ 
処理設備 

回収粉末処理・詰替 
ユニット 247kg･ＭＯＸ 28.4kg・Ｐｕ＊ 18％

※１ 0.5％ 

回収粉末微粉砕 
ユニット

※２  
96kg･ＭＯＸ 22.1kg・Ｐｕ＊ 30％ 1.0％ 

回収粉末処理・混合 
ユニット

※３ 
186kg･ＭＯＸ 32.4kg・Ｐｕ＊ 30％ 2.5％ 

再生スクラップ 
焙焼処理ユニット 38kg･ＭＯＸ 7.50kg・Ｐｕ＊ 60％ 2.5％ 

再生スクラップ 
受払ユニット 63kg･ＭＯＸ 3.75kg・Ｐｕ＊ 60％ 2.5％ 

※１ Ｐｕ富化度が 18％以下の粉末の管理に当たっては，Ｐｕ富化度に加え，核分裂性Ｐｕ割合との組合せで核分裂性Ｐｕ富化度が 11.6％以下となるように管理する。 

※２ ウラン合金ボールを使用するユニットであるが，ウラン合金であるためＭＯＸ質量には含めない。 

※３ 混合後の粉末は J85 に収納することから，粉末混合時の平均 Pu 富化度は J85 の取扱制限値である 18％以下とする。 
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添５第８表 成形施設単一ユニットの取扱制限値【質量管理】（４／５） 

設備 ユニット名 

取扱制限値 

ＭＯＸ質量 Ｐｕ＊質量 Ｐｕ富化度 含水率 

圧縮成形設備 

プレス･グリーン 
ペレット積込ユニットＡ 245kg･ＭＯＸ 28.1kg・Ｐｕ＊ 18％

※１ 2.5％ 

プレス･グリーン 
ペレット積込ユニットＢ 245kg･ＭＯＸ 28.1kg・Ｐｕ＊ 18％

※１ 2.5％ 

空焼結ボート取扱 
ユニット 36kg･ＭＯＸ 4.2kg・Ｐｕ＊ 18％

※１ 2.5％ 

焼結設備 

焼結炉ユニットＡ 411kg･ＭＯＸ 29.0kg・Ｐｕ＊ 18％
※１ 2.5％ 

焼結炉ユニットＢ 411kg･ＭＯＸ 29.0kg・Ｐｕ＊ 18％
※１ 2.5％ 

焼結炉ユニットＣ 411kg･ＭＯＸ 29.0kg・Ｐｕ＊ 18％
※１ 2.5％ 

※１ Ｐｕ富化度が 18％以下の粉末の管理に当たっては，Ｐｕ富化度に加え，核分裂性Ｐｕ割合との組合せで核分裂性Ｐｕ富化度が 11.6％以下となるように管理する。 
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添５第８表 成形施設単一ユニットの取扱制限値【質量管理】（５／５） 

設備 ユニット名 

取扱制限値 

ＭＯＸ質量 Ｐｕ＊質量 Ｐｕ富化度 含水率 

研削設備 
ペレット検査設備 

ペレット研削・検査 
ユニットＡ 301kg･ＭＯＸ 34.4kg・Ｐｕ＊ 18％

※１ 0.1％ 

ペレット研削・検査 
ユニットＢ 301kg･ＭＯＸ 34.4kg・Ｐｕ＊ 18％

※１ 0.1％ 

ペレット検査設備 ペレット立会検査 
ユニット 47kg･ＭＯＸ 5.3kg・Ｐｕ＊ 18％

※１ 0.1％ 

※１ Ｐｕ富化度が 18％以下の粉末の管理に当たっては，Ｐｕ富化度に加え，核分裂性Ｐｕ割合との組合せで核分裂性Ｐｕ富化度が 11.6％以下となるように管理する。 
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添５第９表 被覆施設単一ユニットの取扱制限値【質量管理】 

設備 ユニット名 

取扱制限値 

ＭＯＸ質量 Ｐｕ＊質量 Ｐｕ富化度 含水率 

スタック編成設備 

スタック編成ユニットＡ 93kg･ＭＯＸ 10.6kg・Ｐｕ＊ 18％
※１ 0.1％ 

スタック編成ユニットＢ 93kg･ＭＯＸ 10.6kg・Ｐｕ＊ 18％
※１ 0.1％ 

空乾燥ボート取扱 
ユニット 184kg･ＭＯＸ 21.0kg・Ｐｕ＊ 18％

※１ 0.1％ 

スタック乾燥設備 

スタック乾燥ユニットＡ 266kg･ＭＯＸ 30.5kg・Ｐｕ＊ 18％
※１ 0.1％ 

スタック乾燥ユニットＢ 266kg･ＭＯＸ 30.5kg・Ｐｕ＊ 18％
※１ 0.1％ 

挿入溶接設備 

スタック供給・挿入 
溶接ユニットＡ 198kg･ＭＯＸ 22.6kg・Ｐｕ＊ 18％

※１ 0.1％ 

スタック供給・挿入 
溶接ユニットＢ 198kg･ＭＯＸ 22.6kg・Ｐｕ＊ 18％

※１ 0.1％ 

燃料棒解体設備 燃料棒解体ユニット 79kg･ＭＯＸ 9.0kg・Ｐｕ＊ 18％
※１ 0.1％ 

※１ Ｐｕ富化度が 18％以下の粉末の管理に当たっては，Ｐｕ富化度に加え，核分裂性Ｐｕ割合との組合せで核分裂性Ｐｕ富化度が 11.6％以下となるように管理する。 
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添５第 10 表 被覆施設単一ユニットの取扱制限値【形状寸法管理】（１／２） 

設備 ユニット名 
   取扱制限値 

取扱単位  

燃料棒検査設備 

燃料棒検査ユニット 
ＢＷＲ燃料棒 

ＰＷＲ燃料棒 

平板厚さ 15.0cm 

（燃料棒 253 本） 

燃料棒立会検査ユニット 
ＢＷＲ燃料棒 

ＰＷＲ燃料棒 

平板厚さ 15.0cm 

（燃料棒 43 本） 
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添５第 10 表 被覆施設単一ユニットの取扱制限値【形状寸法管理】（２／２） 

設備 ユニット名 
   取扱制限値 

取扱単位  

燃料棒収容設備 

燃料棒検査ユニット 
ＢＷＲ燃料棒 

ＰＷＲ燃料棒 

平板厚さ 15.0cm 

（燃料棒 253 本） 

燃料棒収容ユニット 貯蔵マガジン 
１段 

（１基） 

燃料棒立会検査ユニット 
ＢＷＲ燃料棒 

ＰＷＲ燃料棒 

平板厚さ 15.0cm 

（燃料棒 43 本） 

燃料棒供給ユニット 貯蔵マガジン 
１段 

（１基） 

貯蔵マガジン移載 

ユニット 
貯蔵マガジン 

１段 

（１基） 
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添５第 11 表 組立施設単一ユニットの取扱制限値【形状寸法管理】（１／２） 

設備 ユニット名 
   取扱制限値 

取扱単位  

燃料集合体組立設備 

マガジン編成ユニット 
貯蔵マガジン 

組立マガジン 

１段 

（８基） 

燃料集合体組立ユニット 燃料集合体 １体 

燃料集合体洗浄設備 燃料集合体洗浄ユニット 燃料集合体 １体 

燃料集合体検査設備 

燃料集合体 

第１検査ユニット 
燃料集合体 １体 

燃料集合体 

第２検査ユニット 
燃料集合体 １体 
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添５第 11 表 組立施設単一ユニットの取扱制限値【形状寸法管理】（２／２） 

設備 ユニット名 
   取扱制限値 

取扱単位  

燃料集合体検査設備 

燃料集合体仮置ユニット 燃料集合体 １体 

燃料集合体 

立会検査ユニット 
燃料集合体 １体 

燃料集合体 

組立工程 

搬送設備 

組立クレーンユニット 燃料集合体 １体 

リフタユニット 燃料集合体 １体 

梱包・出荷設備 

貯蔵梱包クレーンユニット 燃料集合体 １体 

燃料ホルダ取付ユニット 燃料集合体 １体 
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添５第 12 表 燃料棒貯蔵設備単一ユニットの取扱制限値【形状寸法管理】 

設備 ユニット名 
   取扱制限値 

取扱単位  

燃料棒貯蔵設備 

貯蔵マガジン入出庫ユニット 貯蔵マガジン 
１段 

（１基） 

ウラン燃料棒収容ユニット（ｂ） 貯蔵マガジン 
１段 

（１基） 
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添５第 13 表 燃料棒貯蔵設備単一ユニットの取扱制限値【質量管理】 

設備 ユニット名 

取扱制限値 

燃料棒本数 

燃料棒貯蔵設備 ウラン燃料棒収容ユニット（ａ） 261 本 
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添５第 14 表 核燃料物質の検査設備単一ユニットの取扱制限値【質量管理】 

設備 ユニット名 

取扱制限値 

ＭＯＸ質量 Ｐｕ＊質量 Ｐｕ富化度 含水率 

分析設備 

受払ユニット ５kg･ＭＯＸ 0.25kg・Ｐｕ＊
※１ 60％ －

※２ 

分析ユニット（a） ８kg･ＭＯＸ 0.25kg・Ｐｕ＊
※１ 60％ －

※２ 

分析ユニット（b） ６kg･ＭＯＸ 0.50kg・Ｐｕ＊
※１ 60％ －

※２ 

分析済液処理 
ユニット ３kg･ＭＯＸ 0.25kg・Ｐｕ＊

※１ 60％ －
※２ 

※１ 標準試料等は，Ｐｕ＊質量で管理を行う。 

※２ 適減速条件まで考慮するため，含水率に対する制限は設けない。 
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添５第 15 表 実験設備単一ユニットの取扱制限値【質量管理】 

設備 ユニット名 

取扱制限値 

ＭＯＸ質量 Ｐｕ＊質量 Ｐｕ富化度 含水率 

小規模試験設備 小規模試験ユニット
※１ 103kg･ＭＯＸ 3.75kg・Ｐｕ＊ 60％ 2.5％ 

※１ ウラン合金ボールを使用するユニットであるが，ウラン合金であるためＭＯＸ質量には含めない。 
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添５第 16 表 貯蔵設備の計算モデル（１／３） 

設備 

貯蔵単位 

計算モデル 単一ユニット相互間の距離 モデル図 備考 容器等 
(注 1) 

形態 形状又は量 

スクラップ

貯蔵設備 

 

９缶バスケ

ット 

ペレット－２ 

直径９cm 

×高さ 25cm 

×９缶 

・貯蔵単位の量 

 

 

 

・貯蔵単位の配置 

 

・雰囲気中水密度 

 

 

・段方向及び行方

向の反射条件 

９缶バスケット 

  １台 

ペレット保管容器 

  １体 

６段×１行 

（列方向無限） 

貯蔵設備間 

 ０～0.1 

 ×103kg/m3 

コンクリート 

100cm 

・貯蔵単位の中心間

距離 

 

・製品ペレット貯蔵

棚との面間距離 

段方向45cm以上 

列方向45cm以上 

 

250cm 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
keff+3σ=0.914 

１）貯蔵単位の収納質量に

対して厳しい評価となる

ように計算モデルの質量

を設定する。 

・ペレット保管容器 

81.8kg･ＭＯＸ(ペレット

－２の密度使用) 

・９缶バスケット 

159kg･ＭＯＸ（ペレット

－２の密度使用） 

 

２）貯蔵単位及び形態を比

較して厳しい評価となる

ように貯蔵単位及び形態

を選定する。 

 

３）各貯蔵単位の反射条件

は反射体なしの場合より

厳しい評価となるよう水

2.5cm反射とする。 

 

４）雰囲気中水密度を変化

させて実効増倍率の 高

値を確認する。(雰囲気中

水密度０kg/m3) 

 

５）貯蔵単位のペレット保

管容器は，「ペレット保管

容器」，「規格外ペレット

保管容器」，「ペレット保

存試料保管容器」の総称

とする。 

 

６）貯蔵設備に貯蔵単位が

満載した状態に加えて，

搬送装置に１単位追加し

た核燃料物質の移動時を

考慮したモデルである。 

ＭＯＸ粉末－４ 

ペレット保

管容器 
ペレット－２ 

長さ 27cm 

×幅 26cm 

×高さ 10.5cm 

製品ペレッ

ト貯蔵設備 

ペレット保

管容器 
ペレット－２ 

長さ 27cm 

×幅 26cm 

×高さ 10.5cm 

・貯蔵単位の量 

 

・貯蔵単位の配置 

 

・雰囲気中水密度 

 

 

・段方向及び行方

向の反射条件 

ペレット保管容器 

  １体 

10段×１行 

（列方向無限） 

貯蔵設備間 

 ０～0.1 

 ×103kg/ｍ3 

コンクリート 

100cm 

・貯蔵単位の中心間

距離 

 

・スクラップ貯蔵

棚との面間距離 

段方向25cm以上 

列方向45cm以上 

 

250cm 以上 

 

注１ 収納する形態の核燃料物質を取り扱う臨界管理ユニットより搬入するため，単一ユニットとして臨界安全は確保される。 

2
7

27

2
5

９缶バスケットの計算モデル

2
6

1
0
.
5

立面図

27

ペレット保管容器の計算モデル

平面図

立面図

平面図

ペレット－２

9

列方向

［単位；cm］
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添５第 16 表 貯蔵設備の計算モデル（２／３） 

設備 

貯蔵単位 

計算モデル 単一ユニット相互間の距離 モデル図 備考 容器等 
(注 1) 

形態 形状又は量 

燃料棒貯蔵

設備 
貯蔵マガジ

ン 
燃料棒 

添５第６表に示

す貯蔵マガジン

と同一形状 

た だ し 長 さ

400cm 

・貯蔵単位の量 

 

・貯蔵単位の配置 

 

・雰囲気中水密度 

 

・段方向及び列方向

の反射条件 

貯蔵マガジン 

１体 

４段×１列 

（行方向無限） 

０～0.1×103kg/m3 

 

コンクリート 

100cm 

・貯蔵単位の中心間距

離 

段方向70cm以上 

行方向75cm以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
keff+3σ=0.919 (ＢＷＲ８×８型) 

 

１）雰囲気中水密度を変化

させて実効増倍率の 高

値を確認する。（雰囲気中

水密度0.05×103kg/m3） 

 

２）貯蔵設備に貯蔵単位が

満載した状態に加えて，

搬送装置に１単位追加し

た核燃料物質の移動時を

考慮したモデルである。 

注１ 収納する形態の核燃料物質を取り扱う臨界管理ユニットより搬入するため，単一ユニットとして臨界安全は確保される。 
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添５第 16 表 貯蔵設備の計算モデル（３／３） 

設備 

貯蔵単位 

計算モデル 単一ユニット相互間の距離 モデル図 備考 容器等 
(注 1) 

形態 形状又は量 

燃料集合体

貯蔵設備 燃料集合体 

添５第６表に示

すＢＷＲ燃料集

合体又はＰＷＲ

燃料集合体と同

一形状 

・1チャンネルの 
貯蔵量 

 
 
 
・燃料集合体貯蔵
チャンネルの寸
法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・燃料集合体貯蔵
チャンネルの配
置 

 
・雰囲気中水密度 
 
・上下方向及び
行方向の反射
条件 

 
・ステンレス鋼
の厚み(燃料集
合体貯蔵チャ
ンネル) 

 

ＢＷＲ燃料集合体 
４体 

ＰＷＲ燃料集合体 
１体 
 

外管(内寸) 
  長さ38.75cm 
  ×幅38.75cm 
  ×高さ380cm 
ＢＷＲガイド管(内寸) 
  長さ14.97cm 
  ×幅14.97cm 
  ×高さ380cm 
ＰＷＲガイド管(内寸) 
  長さ22.65cm 
  ×幅22.65cm 
  ×高さ380cm 
 
１段×10行  
(列方向無限) 
 
 
０～0.1×103kg/m3 

 
コンクリート 100cm 
 
 
 
外管 0.45cm 
BWRガイド管 0.55cm 
PWRガイド管 0.45cm 
 
 

・貯蔵チャンネルの中

心間距離 

 

・貯蔵単位の配置 

 

 

行方向75cm以上 

列方向75cm以上 

 

ＢＷＲガイド管

の 中 心 間 距 離

19.2～20.4cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
keff+3σ=0.888 (ＢＷＲ９×９型燃料集合体)  
 

１）燃料集合体の型式につ

いて比較し実効増倍率の

高い方を採用する。 

 

２）雰囲気中水密度を変化

させて実効増倍率の 高

値を確認する。 

（ＢＷＲ９×９燃料集合

体：雰囲気中水密度0.03

×103kg/ｍ3） 

注１ 収納する形態の核燃料物質を取り扱う臨界管理ユニットより搬入するため，単一ユニットとして臨界安全は確保される。 

  

ＢＷＲ燃料集合体貯蔵チャンネル（平面図） 
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添５第 17 表 一時保管設備の計算モデル（１／４） 

設備 

貯蔵単位 

計算モデル 単一ユニット相互間の距離 モデル図 備考 容器等 
(注 1) 

形態 形状又は量 

貯 蔵 容 器

一 時 保 管

設備 

混合酸化物貯

蔵容器 
原料ＭＯＸ粉末 

・直径20.4cm(14) 

 

・質量 

 40kg･(U+Pu)(14) 

・１ピットの貯蔵

量 

 

・保管ピットの配

置 

 

・雰囲気中水密度 

 

 

・段方向及び行方

向の反射条件 

混合酸化物貯蔵容器 

１体 

 

１段×４行 

（列方向無限） 

 

０～0.1 

×103kg/m3 
 

コンクリート 

100cm 

・保管ピットの中心間

距離 

行方向60cm以上 

列方向60cm以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
keff+3σ=0.749 

 

１）各貯蔵単位の反射条件は

反射体なしの場合より厳し

い評価となるよう水2.5cm反

射とする。 

 

２）雰囲気中水密度を変化さ

せて実効増倍率の 高値を

確認する。（雰囲気中水密度

０kg/m3） 

注１ 収納する形態の核燃料物質を取り扱う臨界管理ユニットより搬入するため，単一ユニットとして臨界安全は確保される。 
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添５第 17 表 一時保管設備の計算モデル（２／４） 

設備 

貯蔵単位 

計算モデル 単一ユニット相互間の距離 モデル図 備考 容器等 
(注 1) 

形態 形状又は量 

原 料 Ｍ Ｏ

Ｘ 粉 末 缶

一 時 保 管

設備 

粉末缶 ＭＯＸ粉末－１ 

・直径 20.4cm(14) 

・質量 

 13.3kg･(U+Pu)(14) 

・貯蔵単位の量 

 

・貯蔵単位の配

置 

 

・雰囲気中水密

度 

 

・段方向及び行

方向の反射条

件 

粉末缶 １缶 

 

１段×２行 

（列方向無限） 

 

０～0.1 

×103kg/m3 

 

コンクリート 

100cm 

 

・貯蔵単位の

中心間距離 

行方向30cm以上 

列方向26cm以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keff+3σ=0.790 

 

 

１）粉末缶は厳しい評価とな

るように混合酸化物貯蔵容

器の直径と同じ寸法として

モデル化する。 

 

２）収納する質量は粉末缶の

質量制限値とし，核燃料物

質は粉末缶内に満たされる

ようにモデル化する。 

 

３）各貯蔵単位の反射条件は

反射体なしの場合より厳し

い評価となるよう水2.5cm

反射とする。 

 

４）雰囲気中水密度を変化さ

せて実効増倍率の 高値を

確認する。（雰囲気中水密

度0.1×103kg/m3） 

 

５）一時保管設備に貯蔵単位

が満載した状態に加えて，

搬送装置に１単位追加した

核燃料物質の移動時を考慮

したモデルである。 

注１ 収納する形態の核燃料物質を取り扱う臨界管理ユニットより搬入するため，単一ユニットとして臨界安全は確保される。 
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添５第 17 表 一時保管設備の計算モデル（３／４） 

設備 

貯蔵単位 

計算モデル 単一ユニット相互間の距離 モデル図 備考 容器等 
(注1) 

形態 形状又は量 

粉 末 一 時

保管設備 

Ｊ60 

ＭＯＸ粉末－１ 

・外径41cm 

×内径19cm 

・各形態の0.95対応

質量に相当する質

量 

・貯蔵単位の

量 

 

 

 

・貯蔵単位の

配置 

 

・雰囲気中水

密度 

 

・段方向及び列

方向の反射条

件 

Ｊ60   １缶 

Ｊ85   １缶 

５缶バスケット 

１台 

 

１段×２列 

（行方向無限） 

 

０～0.1 

×103kg/m3 
 

コンクリート100cm 

 

 

・貯蔵単位

の 中 心 間

距離 

 

・貯蔵単位

の 搬 送 時

の 搬 送 高

さ （ 底 面

間距離） 

行方向65cm以上 

列方向65cm以上 

 

 

段方向65cm以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
keff+3σ=0.931 （Ｊ60） 

keff+3σ=0.934 （Ｊ85） 
 

１）核燃料物質はＭＯＸ粉

末－２の計算条件とす

る。 

Ｊ60，Ｊ85の計算モデル

質量：180kg･ＭＯＸ(ＭＯ

Ｘ粉末－２の0.95対応質

量に相当する質量) 

 

２）貯蔵単位及び核燃料物

質の形態を比較して も

厳しい貯蔵単位及び形態

を選定する。 

 

３）各貯蔵単位の反射条件

は反射体なしの場合より

厳しい評価となるように

水2.5cm反射とする。 

 

４）雰囲気中水密度を変化

させて実効増倍率の 高

値を確認する。（雰囲気中

水密度0.1×103kg/m3） 

 

５）貯蔵単位の５缶バスケ

ットは，「５缶バスケッ

ト」，「１缶バスケット」 

の総称とする。 

 

６）一時保管設備に貯蔵単

位が満載した状態に加え

て，搬送装置に１単位追

加した核燃料物質の移動

時を考慮したモデルであ

る。 

ＭＯＸ粉末－２ 

ＭＯＸ粉末－４ 

ペレット－２ 

Ｊ85 

ＭＯＸ粉末－２ ・外径47cm 

×内径13.5cm 

・各形態の0.95対応

質量に相当する質

量 ＭＯＸ粉末－３ 

５缶バスケッ

ト 

ペレット－１ 

直径９cm 

×高さ25cm 

×５缶 

ペレット－２ 

ＭＯＸ粉末－２ 

ＭＯＸ粉末－３ 

ＭＯＸ粉末－４ 

注１ 収納する形態の核燃料物質を取り扱う臨界管理ユニットより搬入するため，単一ユニットとして臨界安全は確保される。 
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添５第 17 表 一時保管設備の計算モデル（４／４） 

設備 

貯蔵単位 

計算モデル 単一ユニット相互間の距離 モデル図 備考 容器等 
(注 1) 

形態 形状又は量 

ペレット

一時保管

設備 

焼結ボート 

ペレット－１ 

長 さ 28.5cm × 幅

19cm×高さ 10.5cm 

・貯蔵単位の量 

 

 

 

 

・貯蔵単位の配置 

 

 

・雰囲気中水密度 

 

・段方向及び列方

向の反射条件 

焼結ボート 

 １ボート 

ペレット保管容器 

 １体 

 

８段×１列 

（行方向無限） 

 

０～0.1×103kg/m3 

 

コンクリート 

100cm 

・貯蔵単位の中

心間距離 

段方向30cm以上 

行方向35cm以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keff+3σ=0.901 

 

１）貯蔵単位の収納質量に対

して厳しい評価となるよう

に計算モデルの質量を設定

する。 

 ペレット保管容器 

81.8kg･ＭＯＸ(ペレット－

２の密度使用) 

 

２）貯蔵単位及び形態を比較

して も厳しい貯蔵単位及

び形態を選定する。 

 

３）各貯蔵単位の反射条件は

反射体なしの場合より厳し

い評価となるよう水2.5cm反

射とする。 

 

４）雰囲気中水密度を変化さ

せて実効増倍率の 高値を

確認する。（雰囲気中水密度

0.1×103kg/ｍ3） 

 

５）貯蔵単位の焼結ボートは，

「焼結ボート」，「スクラッ

プ焼結ボート」，「先行試験

焼結ボート」の総称とす

る。 

貯蔵単位のペレット保管

容器は，「ペレット保管容

器」，「規格外ペレット保管

容器」，「ペレット保存試料

保管容器」の総称とする。 

 

６）一時保管設備に貯蔵単位

が満載した状態に加えて，

搬送装置に１単位追加した

核燃料物質の移動時を考慮

したモデルである。 

ペレット－２ 

ペレット保管

容器 
ペレット－２ 

長さ 27cm×幅 26cm

×高さ 10.5cm 

注１ 収納する形態の核燃料物質を取り扱う臨界管理ユニットより搬入するため，単一ユニットとして臨界安全は確保される。 
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添５第 18 表 単一ユニット相互間の計算モデル（１／３） 
考慮する単一ユニット 

計算モデル 単一ユニット相互間の距離 モデル図 備考 
取扱単位 形態 形状又は量 

混合酸化物 

貯蔵容器 
原料ＭＯＸ粉末 

・内径 20.4cm 

 

・質量 40kg･(U+Pu) 

・取扱単位の量 

 

 

 

・単一ユニットの

配置 

 

 

・雰囲気中水密度 

 

 

・反射条件 

混合酸化物貯蔵容器 

１体 

 

 

１行×２列 

（単一ユニット２個） 

 

 

 ０～0.1×103kg/ｍ3 

 

 

コンクリート100cm 

・単一ユニット相互

間 距 離 （ 水 平 距

離） 

30cm以上 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
keff+3σ=0.683 

１）混合酸化物貯蔵容器の

モデル化及び形態は，添

５第17表 一時保管設備

の計算モデル（１／４）

に従う。 

 

２）単一ユニットと周囲の

コンクリートまでの距離

を30cmとする。ただし，

上下方向は，厳しい評価

となるように単一ユニッ

トとコンクリートが接す

るモデルとする。 

 

３）各取扱単位の反射条件

は反射体なしの場合より

厳しい評価となるよう水

2.5cm反射とする。 

 

４）雰囲気中水密度を変化

させて実効増倍率の 高

値を確認する。(雰囲気中

水密度0.1×103kg/m3) 
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添５第 18 表 単一ユニット相互間の計算モデル（２／３） 
考慮する単一ユニット 

計算モデル 単一ユニット相互間の距離 モデル図 備考 
取扱単位 形態 形状又は量 

質量管理す

るグローブ

ボックス 

ＭＯＸ粉末－１ 

ＭＯＸ粉末－２ 

ＭＯＸ粉末－３ 

ＭＯＸ粉末－４ 

ペレット－１ 

ペレット－２ 

ペレット－３ 

ＭＯＸ溶液 

・各単一ユニットの 

 0.95 対応質量に 

相当する球形状 

・単一ユニットの

配置 

 

 

・雰囲気中水密度 

 

 

・反射条件 

３行×３列 

（単一ユニット９個） 

 

 

 ０～0.1×103kg/ｍ3 

 

 

コンクリート100cm 

・単一ユニット相互

間 距 離 （ 水 平 距

離） 

30cm以上 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１）核燃料物質の形状は，

0.95対応質量に相当する

球モデルとする。（添５第

６表 核燃料物質の形態

ごとの中性子実効増倍率

0.95以下に対応する値の

計算モデル（１／７），

（７／７）を参照） 

 

２）単一ユニットと周囲の

コンクリートまでの距離

を30cmとする。 

 

３）各取扱単位の反射条件

は反射体なしの場合より

厳しい評価となるよう水

2.5cm反射とする。 

 

４）雰囲気中水密度を変化

させて実効増倍率の 高

値を確認する。(なお，中

性子実効増倍率の雰囲気

中水密度に対する変化

は，ほとんどないことを

計算により確認してい

る。) 
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添５第 18 表 単一ユニット相互間の計算モデル（３／３） 
考慮する単一ユニット 

計算モデル 
単一ユニット 

相互間の距離 
モデル図 備考 

取扱単位 形態 形状又は量 

燃料集合体 

 

ＢＷＲ燃料集合体 

ＰＷＲ燃料集合体 

添５第６表に示す

ＢＷＲ燃料集合体

又はＰＷＲ燃料集

合体と同一形状 

・取扱単位の量 

 

 

・取扱単位の配置 

 

 

・雰囲気中水密度 

 

 

・反射条件 

燃料集合体  １体 

 

 

２行×２列 

（単一ユニット４個） 

 

 ０～0.1×103kg/m3 

 

 

コンクリート100cm 

・単一ユニット 

 中心間距離 

 （水平距離） 

50cm以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 keff+3σ=0.729（ＰＷＲ17×17 型燃料集合体） 

１）燃料集合体の型式

について比較し実効

増倍率の高い方を採

用する。 

 

２）燃料集合体のモデ

ル化及び形態は，添

５第６表 核燃料物

質の形態ごとの中性

子実効増倍率0.95以

下に対応する値の計

算モデル（６／７）

に従う。 

 

３）単一ユニット中心

と周囲のコンクリー

トまでの距離を100cm

とする。ただし，上

下方向は，厳しい評

価となるように燃料

集合体が無限長のモ

デルとする。 

 

４）各取扱単位の反射

条件は反射体なしの

場合より厳しい評価

となるよう水2.5cm反

射とする。 

 

５）雰囲気中水密度を

変化させて実効増倍

率の 高値を確認す

る。(雰囲気中水密度

0.1×103kg/m3) 
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添５第 19 表 単一ユニット以外に設定する取扱制限値（１／３） 

容器 
取扱制限値

※１ 

ＭＯＸ質量 Ｐｕ＊質量 Ｐｕ富化度 含水率 

粉末缶 16kg･ＭＯＸ 7.2kg・Ｐｕ＊ 60％ 0.5％ 

Ｊ18 20kg･ＭＯＸ 8.9kg・Ｐｕ＊ 60％ 0.5％ 

Ｊ40 45kg･ＭＯＸ 5.2kg・Ｐｕ＊ 18％
※２ 0.5％ 

Ｊ60 65kg･ＭＯＸ 15.0kg・Ｐｕ＊ 30％ 1.0％ 

Ｊ85
※４ 90kg･ＭＯＸ 10.4kg・Ｐｕ＊ 18％

※２ 2.5％ 

Ｕ85 90kg･ＵＯ２ － 0.72％
※３ 0.5％ 

原料ＭＯＸポット 2kg･ＭＯＸ 0.7kg・Ｐｕ＊ 60％ 2.5％ 

ＣＳ・ＲＳ保管ポット（粉末） 3kg･ＭＯＸ 
0.7kg・Ｐｕ＊ 30％ 

2.5％ 
0.4kg・Ｐｕ＊ 18％

※２ 

ＣＳ・ＲＳ保管ポット（ペレット
※５

） 7kg･ＭＯＸ 0.8kg・Ｐｕ＊ 18％
※２

 2.5％ 

ＣＳ・ＲＳ回収ポット（粉末） 3kg･ＭＯＸ 
0.7kg・Ｐｕ＊ 30％ 

2.5％ 
0.4kg・Ｐｕ＊ 18％

※２ 

ＣＳ・ＲＳ回収ポット（ペレット
※５

） 7kg･ＭＯＸ 0.8kg・Ｐｕ＊ 18％
※２

 2.5％ 

先行試験ポット 3kg･ＭＯＸ 0.7kg・Ｐｕ＊ 30％ 2.5％ 

ウランポット 3kg･ＵＯ２ － 0.72％
※３

 0.5％ 

※１ 搬送の際には，搬送する容器の取扱制限値に加え，搬送先の単一ユニットの取扱制限値を逸脱していないことを確認する。 

※２ Ｐｕ富化度が 18％以下の粉末及びペレットの管理に当たっては，Ｐｕ富化度に加え，核分裂性Ｐｕ割合との組合せで核分裂性Ｐｕ富化度が 11.6％以下となるように管理する。 

※３ ウラン－235 含有率を示す。 

※４ Ｊ85 内は異なる富化度の粉末が積層状態となる場合があることから，容器内の平均Ｐｕ富化度で管理する。 

※５ 焼結ペレット由来の研削粉を含む。 
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添５第 19 表 単一ユニット以外に設定する取扱制限値（２／３） 

容器 
取扱制限値

※１ 

ＭＯＸ質量 Ｐｕ＊質量 Ｐｕ富化度 含水率 

焼結ボート 10kg･ＭＯＸ 1.2kg・Ｐｕ＊ 18％
※２ 2.5％ 

スクラップ焼結ボート 9kg･ＭＯＸ 1.1kg・Ｐｕ＊ 18％
※２ 2.5％ 

先行試験焼結ボート 3kg･ＭＯＸ 0.4kg・Ｐｕ＊ 18％
※２ 2.5％ 

ペレット保管容器 24kg･ＭＯＸ 2.8kg・Ｐｕ＊ 18％
※２ 0.1％ 

規格外ペレット保管容器 21kg･ＭＯＸ 2.5kg・Ｐｕ＊ 18％
※２ 0.1％ 

ペレット保存試料保管容器 6kg･ＭＯＸ 0.7kg・Ｐｕ＊ 18％
※２ 0.1％ 

乾燥ボート 21kg･ＭＯＸ 2.4kg・Ｐｕ＊ 18％
※２ 0.1％ 

※１ 搬送の際には，搬送する容器の取扱制限値に加え，搬送先の単一ユニットの取扱制限値を逸脱していないことを確認する。 

※２ Ｐｕ富化度が 18％以下の粉末及びペレットの管理に当たっては，Ｐｕ富化度に加え，核分裂性Ｐｕ割合との組合せで核分裂性Ｐｕ富化度が 11.6％以下となるように管理する。 

  



 

2
-
5
4
 

 

添５第 19 表 単一ユニット以外に設定する取扱制限値（３／３） 

設備 
取扱制限値 

ウラン酸化物質量 ウラン－235 含有率 含水率 

ウラン粉末払出装置オープンポートボックス 

1550kg 0.72％ 0.5％ ウラン粉末払出装置 

ウラン粉末秤量・分取装置グローブボックス 

ウラン粉末缶受払移載装置 
1520kg 0.72％ 0.5％ 

ウラン粉末缶受払搬送装置 
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添５第 20 表 混合機容積制限に対する計算条件及び評価結果（１／２） 
 

項目 計算条件 

使用計算コード及び核データライブラリ SCALE-4 の KENO-V.a コード及び ENDF/B-Ⅳライブラリ 

核燃料物質の形状 球形状 

混合機容積 120Ｌ 

Ｐｕ富化度 30％ 

核分裂性Ｐｕ割合 83％ 

ウラン中のウラン-235 含有率 1.6％ 

核燃料物質量 10～600kg・ＭＯＸ（混合機内の残りの空間は添加剤充満） 

含水率 81.0～1.0％ 

密度 0.09～5.0×103kg/m3 

反射条件 水 2.5cm 

中性子実効増倍率（Keff+3σ） 0.932（核燃料物質量：600kg・ＭＯＸ） 

評価結果 中性子実効増倍率は，推定臨界下限増倍率 0.97 未満であるため未臨界 

 

＊120L 以下に容積を制限する対象混合機は，予備混合機である。 
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添５第 20 表 混合機容積制限に対する計算条件及び評価結果（２／２） 
 

 

項目 計算条件 

使用計算コード及び核データライブラリ SCALE-4 の KENO-V.a コード及び ENDF/B-Ⅳライブラリ 

核燃料物質の形状 球形状 

混合機容積 370Ｌ 

Ｐｕ富化度 14％※ 

核分裂性Ｐｕ割合 83％ 

ウラン中のウラン-235 含有率 1.6％ 

核燃料物質量 10～1850kg・ＭＯＸ（混合機内の残りの空間は添加剤充満） 

含水率 93.0～1.5％ 

密度 0.03～5.0×103kg/m3 

反射条件 水 2.5cm 

中性子実効増倍率（Keff+3σ） 0.937（核燃料物質量：1850kg・ＭＯＸ） 

評価結果 中性子実効増倍率は，推定臨界下限増倍率 0.97 未満であるため未臨界 

※次の範囲に対して厳しい評価となる条件を設定する。 

    １）核分裂性Ｐｕ富化度：11.6％以下 

    ２）Ｐｕ富化度：18％以下 

    臨界評価上は，核分裂性Ｐｕ富化度 11.6％及び核分裂性Ｐｕ割合 83％との組合せから，Ｐｕ富化度を 14％とする。 

 

＊370L 以下に容積を制限する対象混合機は，均一化混合機，添加剤混合機及び回収粉末混合機である。 
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添５第10図 誤搬入防止機構の概念図  
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添５第11図 誤投入防止機構の概念図 
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補足説明資料１－１(２条) 



補 1-1-1 

 

取扱制限値の設定について 

 

１． 取扱制限値の設定方針 

ＭＯＸ燃料加工施設は，設備・機器の特徴を考慮し，設備・機器で取

り扱う核燃料物質の性状及び量を基に運転管理上の制限値（以下，「取

扱制限値」という。）を定め，核燃料物質を取扱制限値以下で取り扱う

よう管理する設計とし，ＭＯＸ燃料加工施設における核燃料物質の取扱

いを制限する。取扱制限値の設定方針を以下に示す。 

(１) 取扱制限値は，臨界安全上の裕度確保の観点から，核燃料物質及び

その他の物質の種類，量，物理的・化学的形態等を考慮したモデルで

臨界評価を行い，中性子実効増倍率が0.95以下となる計算条件より

も安全側となるように設定する。 

(２) 取扱制限値の設定は，核燃料物質の取扱い上の一つの単位である単

一ユニットに対して行うことにより，従来の核的制限値としての役割

も担う。また，事故評価においても，取扱制限値を用いることとする。 

(３) 形状寸法管理を行う工程については，設備・機器の構造により最大

取扱数量を制限することに加え，核燃料物質を密封して取り扱うこと

から，ＭＯＸ質量，プルトニウム富化度（以下，「Ｐｕ富化度」とい

う。）（ウラン質量とプルトニウム質量に対するプルトニウム質量の

割合）及び含水率（ＭＯＸ質量と水分質量に対する水分質量の割合）

が工程の中で変動することはないが，質量管理を行う工程では，単一

ユニット内の設備・機器ごとに取扱いが可能なＭＯＸ質量が異なるほ

か，ＭＯＸ粉末の希釈混合，添加剤投入により，Ｐｕ富化度及び含水

率が単一ユニット内において変動する。この特徴を踏まえて取扱制限

値を設定する。 
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① 質量管理を行う工程においては，ＭＯＸ質量，Ｐｕ富化度及び含水

率に加えて，臨界管理を確実に行うためＭＯＸ質量，Ｐｕ富化度，核

分裂性プルトニウム割合（以下，「核分裂性Ｐｕ割合」という。）及

びウラン中のウラン－235含有率から算出されるプルトニウム－239，

プルトニウム－241及びウラン－235の合計質量（以下，「Ｐｕ＊質

量」という。）に対して，取扱制限値を設定する。 

② 形状寸法管理を行う工程においては，設備・機器で取り扱う核燃料

物質に応じた，体数，基数，本数，平板厚さ又は段数に対して取扱制

限値を設定する。 

③ ウラン粉末のみを取り扱うグローブボックス及びオープンポートボ

ックス並びにウラン粉末缶又はウラン燃料棒を取り扱う設備・機器に

おいては，ウラン酸化物質量，ウラン－235含有率及び含水率に対し

て取扱制限値を設定する。 

(４) 取扱制限値は，設備・機器で取り扱う値に対して裕度を見込んで設

定する。なお，裕度としては，ＭＯＸ投入量の誤差，設備・機器内の

滞留量等を考慮する。 

(５) 非密封の核燃料物質は，容器単位で取り扱うこと及び容器は複数の

種類があることから，容器の種類ごとに取扱制限値を設定する。 

 

２． 取扱制限値と0.95対応質量（従来の核的制限値）との関係 

(１) 単一ユニット内の容器及び機器において，取扱いが可能な最大Ｐｕ

富化度，核分裂性Ｐｕ割合及びウラン中のウラン－235 含有率から，

最大となるＰｕ＊質量をそれぞれ算出し，その合算値をＰｕ＊質量の

取扱制限値として設定する。ただし，合算したＰｕ＊質量が，0.95対

応質量を超える場合は，0.95対応質量と同じ値をＰｕ＊質量の取扱制
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限値として設定する。 

(２) 上記の「0.95対応質量」とは，単一ユニットにおいて，核燃料物質

及びその他の物質の種類，量，物理的及び化学的形態等を考慮したモ

デルで臨界評価を行い，中性子実効増倍率が0.95以下に対応するＰｕ

＊質量のことをいう。ただし，二重装荷を考慮する単一ユニットにお

いては，中性子実効増倍率が0.95以下に対応するＰｕ＊質量の２分の

１を0.95対応質量とする。 

 

0.95対応質量の設定条件との比較例（一次混合粉末秤量・分取ユニット） 

 
0.95対応質量の設定条件 取扱制限値 

Ｐｕ富化度 33％以下（ＭＯＸ粉末－２） 30％以下 

含水率 2.5％以下（ＭＯＸ粉末－２） 1.0％以下 

中性子実効増倍率が0.95以下に
対応するＰｕ＊質量 

45.0ｋｇ・Ｐｕ＊ 38.6ｋｇ・Ｐｕ＊ 

Ｐｕ＊質量に関する取扱制限値は，0.95対応質量以下で設定している。

また，Ｐｕ富化度及び含水率に関する取扱制限値についても，0.95対応

質量の設定条件以下に設定していることから，これらの取扱制限値を超

えない管理を行うことで，未臨界が確保できる。したがって，これらの

値については，核的制限値としての役割も担う。 

 

３． 取扱制限値による核燃料物質の管理方法 

取扱制限値による核燃料物質の管理方法については，0.95対応質量（従

来の核的制限値）の管理方法と同様の管理方法であり，質量管理は，臨

界管理用計算機，運転管理用計算機等を用いて行い，各単一ユニットの

核燃料物質の在庫量を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送する容
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器を識別し，それにより搬送する核燃料物質の質量，形態等を把握する

ことにより行う。 

 (１) ＭＯＸ質量，Ｐｕ＊質量及びＰｕ富化度の管理方法 

質量管理ユニットにおける取扱制限値による管理（搬送装置による

核燃料物質の誤搬入の防止）には，誤搬入防止機構を用いる。核燃料

物質の搬送管理は，①ＩＤ番号読取機，②秤量器，③計算機及び④誤

搬入防止シャッタ（又はストッパ）から構成される誤搬入防止機構に

加えて，⑤運転員の管理で構成される。 

      １回の核燃料物質の搬送に対して，上記①～⑤の搬送に係る項目を

全て満たさない限り，搬送先へ搬入されない設計であり，上記の搬送

に係る項目が一つでも異常があれば核燃料物質は搬送されない。その

ため，機器の単一故障若しくはその誤作動又は運転員の単一誤操作で

は取扱制限値を逸脱しない。なお，Ｐｕ富化度については，ＩＤ番号

と紐付けることで管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【誤搬入防止機構（例：一次混合粉末秤量・分取ユニットから均一化混合

ユニットへの搬送）】 

 

【搬送に係る項目】 
① ＩＤ番号の一致の確認 
② 秤量値の一致の確認 
   （有意な差のないことの確認） 
③ 計算機による取扱制限値以下の確認 
④ 誤搬入防止シャッタの開放     
   （通常時閉止） 
⑤ 運転員の搬入許可 
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(２) 含水率の管理方法 

質量管理ユニットにおける含水率の管理（添加剤の誤投入防止）

には，誤投入防止機構を用いる。添加剤の搬送及び投入管理は，①Ｉ

Ｄ番号読取機，②秤量器，③計算機及び④誤投入防止バルブから構成

される誤投入防止機構に加えて，⑤運転員の管理で構成される。 

１回の添加剤の投入に対して，上記①～⑤の投入に係る項目を全て

満たさない限り，投入先へ投入されない設計であり，上記の投入に係

る項目が一つでも異常があれば添加剤は投入されない。そのため，機

器の単一故障若しくはその誤作動又は運転員の単一誤操作では取扱制

限値を逸脱しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【誤投入防止機構（例：均一化混合機への投入）】 

 

 

 

 

 

【投入に係る項目】 
① ＩＤ番号の一致の確認 
② 秤量値の一致の確認 
   （有意な差のないことの確認） 
③ 計算機による取扱制限値以下の確認 
④ 誤投入防止バルブの開放     
   （通常時閉止） 
⑤ 運転員の投入許可 
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４． 各設備における具体的な取扱制限値の設定の考え方 

   各設備における具体的な取扱制限値（Ｐｕ富化度，ＭＯＸ質量， 

Ｐｕ＊質量及び含水率）の設定の考え方を以下に示す。以下の考え方に

基づいた各設備の取扱制限値の算出根拠を添付資料－1に示す。 

 (１) 取扱制限値の設定におけるＰｕ富化度の考え方 

       各単一ユニット内で使用する核燃料物質のうち，最もＰｕ富化度が

高い形態に対応する最大Ｐｕ富化度を，各単一ユニットの取扱制限値

として設定する。また，最大Ｐｕ富化度は，核燃料物質の形態ごとに

裕度を見込んで設定する。 

以下に0.95対応質量の設定条件（Ｐｕ富化度）及び取扱制限値の

設定における形態ごとの最大Ｐｕ富化度の比較を示す。 

 

注）括弧内は0.95対応質量の設定上の形態を示す。 
※Ｐｕ富化度が18％以下の粉末の管理に当たっては，Ｐｕ富化度に加え，核分裂性Ｐｕ割合との組合
せで核分裂性Ｐｕ富化度が11.6％以下となるように管理する。 

 

 

形態 
0.95対応質量の 

設定条件（Ｐｕ富化度）
注）

 

形態ごとの 

最大Ｐｕ富化度 
設定理由 

原料ＭＯＸ粉末 

60％以下 

（原料ＭＯＸ粉末， 
ＭＯＸ粉末－１） 

60％ 
再処理施設から受け入れる際の制

限値から設定する。 

一次混合粉末 
33％以下 

（ＭＯＸ粉末－２） 
30％ 

Ｐｕ富化度の裕度を過剰に見込ん

でいたことから適正化した。 

二次混合粉末 
18％

※
以下 

（ＭＯＸ粉末－３） 
18％

※
 

製品燃料のＰｕ富化度から18％を

制限値とする。 

添加剤混合粉末 
18％

※
以下 

（ＭＯＸ粉末－３） 

グリーンペレット 
18％

※
以下 

（ペレット－１） 
18％

※
 

焼結ペレット 
18％以下 

（ペレット－２） 
18％

※
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 (２) 取扱制限値の設定におけるＭＯＸ質量及びＰｕ＊質量の考え方 

単一ユニット内に設置する設備及び機器において，通常の運転操

作時に想定される，最大の核燃料物質を収納した容器数量及び機器内

（混合機等）で取り扱う核燃料物質の量に適切な裕度を考慮して最大

取扱量を求め，これを取扱制限値（ＭＯＸ質量）として設定する。 

      また，最大取扱量に対して，当該ユニット及び当該ユニット内の

容器で取扱いが可能な最大Ｐｕ富化度，核分裂性Ｐｕ割合及びＵ中

のＵ－235含有率から，最大となるＰｕ＊質量を各々算出し，合算値

を取扱制限値（Ｐｕ＊質量）として設定する。 

     なお，算出したＰｕ＊質量が0.95対応質量を超える場合は，0.95

対応質量を取扱制限値（Ｐｕ＊質量）として設定する。 
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 (３) 取扱制限値の設定における含水率（添加剤量）の考え方 

添加剤は潤滑剤又は密度調整剤としてＭＯＸ粉末に添加するもの

であるが，添加剤は有機物粉末であることから，中性子の減速効果を

考慮して水分質量に換算して，ＭＯＸ粉末の含水率として管理する。 

      各単一ユニット内で使用する核燃料物質のうち，最も含水率が高

い形態に対応する最大含水率を取扱制限値として設定する。最大含

水率は，核燃料物質の形態ごとに裕度を見込んで設定する。 

以下に0.95対応質量の設定条件（含水率）及び取扱制限値の設定

における形態ごとの最大含水率の比較を示す。 

なお，ＭＯＸ粉末を空気雰囲気下で保管した場合であっても，Ｍ

ＯＸ粉末中の含水率の上昇はほとんどないこと（約３ヶ月で 0.1%未

満[1]）から，ＭＯＸ粉末の含水率は取扱制限値（含水率）の設定にお

いて見込んだ裕度内に収まる。 

[1] 「ウラン－プルトニウム混合酸化物粉末への水分の吸着挙動」． 
日本原子力学会 年会・大会予稿集．2004年11月19日． 

 

注）括弧内は0.95対応質量の設定条件上の形態を示す。 

 

形態 
0.95対応質量の 

設定条件（含水率）
注）

 

形態ごとの 

最大含水率 
設定理由 

原料ＭＯＸ粉末 0.5％以下（原料ＭＯＸ粉末） 0.5％ 

 0.95対応質量の設定条件では，
添加剤を投入する工程ごとに含水
率が水分換算で一律１％増加する
として評価上の設定条件を定めて
いた。 
 取扱制限値の設定においては，
運転管理で十分に添加剤量を制限
できることから，0.95対応質量の
設定条件よりも低い値に設定し
た。 

一次混合粉末 1.5％以下（ＭＯＸ粉末－１） 1.0％ 

二次混合粉末 2.5％以下（ＭＯＸ粉末－２） 1.5％ 

添加剤混合粉末 3.5％以下（ＭＯＸ粉末－３） 2.5％ 

グリーンペレット 3.5％以下（ペレット－１） 2.5％ 

焼結ペレット 0.1％以下（ペレット－２） 0.1％ 
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(４) 各種容器における取扱制限値の設定の考え方 

Ｐｕ富化度については，各容器内に収容する核燃料物質のうち，  

最もＰｕ富化度が高い形態に対応する最大Ｐｕ富化度を取扱制限値と

して設定する。また，異なるＰｕ富化度の粉末が積層状態で存在する

粉末容器（Ｊ85）については，容器内の平均Ｐｕ富化度の最大値を設

定する。 

ＭＯＸ質量については，通常の運転操作時に想定される各容器内 

に収納する核燃料物質量に適切な裕度を考慮して，取扱制限値（ＭＯ

Ｘ質量）を設定する。 

Ｐｕ＊質量については，ＭＯＸ質量，各容器で取扱いが可能な最  

大Ｐｕ富化度，核分裂性Ｐｕ割合及びＵ中のＵ－235含有率から算出

される最大となるＰｕ＊質量を取扱制限値（Ｐｕ＊質量）として設定

する。 

含水率については，各容器内に収容する核燃料物質のうち，最も  

含水率が高い形態に対応する最大含水率を取扱制限値として設定する。 

なお，搬送の際には，搬送する容器の取扱制限値に加え，搬送先の

単一ユニットの取扱制限値を逸脱していないことを確認する。 
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添付資料―１ 

各設備の取扱制限値の算出根拠 

１． 粉末調整工程 
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２． ペレット加工工程 
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３． 燃料棒加工工程 
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４． 核燃料物質の検査設備 
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５． 実験設備 
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補足説明資料１－２(２条) 



補 1-2-1 

 

取扱制限値の設定による設計基準及び重大事故の評価への影響 

 

１． 取扱制限値の設定による設計基準及び重大事故の評価への影響 

取扱制限値を設定したことによる設計基準及び重大事故において実施

している評価への影響について確認した結果を表１に示す。 

 

表１ 取扱制限値の設定による設計基準及び重大事故の評価への影響（１／２） 

条文 評価概要 
取扱制限値の設定による影響 

MOX質量 Pu富化度 Pu*量 含水率 

第２条 
核燃料物質の臨界

防止 
核的制限値の設定に係る

中性子実効増倍率の評価 
×－１ ×－１ ×－１ ×－１ 

第３条 遮蔽等 

施設からの放射線による

公衆の被ばく評価 
×－１ ×－１ ×－２ ×－２ 

放射線業務従事者の立入

場所における線量評価 
〇 〇 ×－２ ×－２ 

第４条 閉じ込めの機能 － － － － － 

第５条 
火災等による損

傷の防止 
－ － － － － 

第７条 
地震による損傷

の防止 

設備・機器の耐震性に係る

評価 
〇 ×－２ ×－２ ×－２ 

第９条 

外部からの衝撃

による損傷の防

止 

－ － － － － 

第10条 

加工施設への人

の不法な侵入等

の防止 

－ － － － － 

第11条 
溢水による損傷

の防止 
－ － － － － 

第12条 誤操作の防止 － － － － － 

第13条 安全避難通路等 － － － － － 

第14条 
安全機能を有す

る施設 
－ － － － － 

第14条 内部発生飛散物 － － － － － 

【凡例】 

 〇：評価の見直しが必要 

 ×－１：影響なし（評価の見直しが不要），×－２：影響なし（評価に使用していない） 

 －：評価項目なし 
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表１ 取扱制限値の設定による設計基準及び重大事故の評価への影響（２／２） 

条文 評価概要 
取扱制限値の設定による影響 

MOX質量 Pu富化度 Pu*量 含水率 

第15条 
設計基準事故の

拡大の防止 

臨界の発生可能性に係る

評価 
〇 〇 〇 〇 

閉じ込め機能の喪失に係

る被ばく線量評価 
〇 〇 ×－２ ×―２ 

Pu の崩壊熱による換気停

止後の温度評価 
×－１ ×－１ ×－２ ×―２ 

第16条 
核燃料物質の貯

蔵施設 

Pu の崩壊熱による貯蔵施

設の温度評価 ×－１ ×－１ ×－２ ×―２ 

第17条 廃棄施設 

気体廃棄物の放出に伴う

公衆への影響評価 
×－１ ×－１ ×－２ ×―２ 

液体廃棄物の放出に伴う

公衆への影響評価 
×－２ ×―２ ×－２ ×―２ 

第18条 放射線管理施設 － － － － － 

第19条 監視施設 － － － － － 

第20条 非常用電源設備 － － － － － 

第21条 通信連絡設備 － － － － － 

第22条

～第 35

条 

重大事故 

臨界の発生可能性に係る

評価 
〇 〇 〇 〇 

閉じ込め機能の喪失に係

る被ばく線量評価 
〇 〇 ×－２ ×―２ 

【凡例】 

 〇：評価の見直しが必要 

 ×－１：影響なし（評価の見直しが不要），×－２：影響なし（評価に使用していない） 

 －：評価項目なし 

 

 

取扱制限値の設定により，評価の見直しが必要な項目（＝表１で〇の

ついた項目）を含む第３条，第７条，第15条，第22条～第35条の評価

の概要と評価への影響を２章～５章に示す。 

また，取扱制限値の設定により，評価に影響がない項目（＝表１で×

－１のついた項目）を含む第２条，第３条，第15条，第16条，第17条

の補足説明を６章に示す。 
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２． 第３条 遮蔽等（従事者被ばく評価） 

(１) 評価の概要 

加工事業許可申請書では，放射線業務従事者の立入場所における線量

を合理的に達成できる限り低くするために放射線業務従事者の立入時間

を考慮して，遮蔽設計の基準となる線量率を設定している（遮蔽設計の

基準となる線量率は取扱制限値に依存しない値のため変更はない）。設

工認申請書では，遮蔽設計の基準となる線量率を満足する設計となって

いることを遮蔽計算により確認している。評価における線源量では各設

備のＭＯＸ量及びＰｕ富化度を考慮しており，貯蔵室等は最大貯蔵能力，

その他の室では各機器の取扱量に基づき設定している。 

 

(２) 評価への影響（Ｐｕ富化度） 

Ｐｕ富化度の設定については，原料ＭＯＸ粉末はウラン対プルトニウ

ムの質量混合比が１対１であることから 50%とし，粉末調整後の粉末に

ついては，設備に応じ33%又は

18%と設定していた。 

当該設定値は一部取扱制限

値と整合していないことから，

右表のとおり取扱制限値に基

づき設定を変更する。 

なお，遮蔽設計には十分裕度を見込んでいることからＰｕ富化度を変

更した場合においても遮蔽設計の基準となる線量率を満足する見通しで

ある。評価結果に対する影響の例を表２に示す。 

 

ＭＯＸ形態 
Ｐｕ富化度 

変更前 変更後 

原料ＭＯＸ粉末 50% 60% 

一次混合粉末 33% 30% 

二次混合粉末 18% 18% 

ペレット 18% 18% 
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表２ 線量率の評価結果に対する影響の例 

評価室 線源機器 ＭＯＸ形態 遮蔽 
線量率 

（μSv/h） 

他の線源を考

慮した合計線

量率（μ

Sv/h） 

遮蔽設計の

基準となる

線量率（μ

Sv/h） 

地下３階廊

下 

原料ＭＯＸ

粉末缶一時

保管設備 

原料ＭＯＸ

粉末 

普通コンク

リート 

0.59m 

3.0 

（2.5） 

3.7 

（3.2） 
12.5 

※（ ）内の数値は第１回設工認に記載しているＰｕ富化度の変更前の評価値である。 

 

(３) 評価への影響（ＭＯＸ質量） 

線源量については各ＧＢの混合機，ホッパ等の取扱量（赤枠部分）に

基づいて設定を行っていた。 

従来の線源量は取扱制限値

よりも小さい値であることから

取扱制限値に基づき以下のと

おり設定を見直す。 

・線源の位置によらない部屋

単位の線源量の設定にあ

たっては，各ＧＢの取

扱制限値に基づいて線

源量を設定する。 

・機器の遮蔽設計におけ

る線源量の設定にあた

っては，容器の取扱制

限値に基づいて線源量を設定する。 

なお，貯蔵施設の線源量については，最大貯蔵能力に基づいて設定し
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ているため，取扱制限値の設定による影響はない。 

 

３． 第７条 地震による損傷の防止 

(１) 評価の概要 

設備・機器の耐震性の評価において，核燃料物質の質量は付加質量と

して見込んでおり，その付加質量は通常運転時の取扱量を考慮して設定

している。 

 

(２) 評価への影響 

今回の取扱制限値の設定に伴い，付加質量の見直しを行い，必要に応

じて耐震性の評価を実施する。 

 

４． 第15条 設計基準事故の拡大の防止（臨界の発生可能性の評価） 及

び 第22条～第35条 重大事故（臨界の発生可能性の評価） 

(１) 評価の概要 

設計上定める条件のみならず，設計上定める条件より厳しい条件の下

での逸脱を想定し，網羅的に臨界の発生の可能性を検討する。 

ａ．内的事象を起因とした臨界の発生可能性 

① グローブボックス内への容器の異常搬入及び混合機へのＭＯＸ

過剰投入 

② 混合機下部からのＭＯＸの漏えいによるグローブボックス底部

へ堆積 

ｂ．外的事象を起因とした臨界の発生可能性 

① 貯蔵施設の破損による核燃料物質の集積 

② 水配管及び堰の破損による溢水 
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(２) 評価への影響 

影響の詳細は，安全審査 整理資料 第22条：重大事故等の拡大防止

等 3.3.3 設計上定める条件よりさらに厳しい条件における臨界の発生

可能性の検討 を参照のこと。 

 

(３) 結論 

取扱制限値を新たに設定し，担保事項として申請書に記載することに

より，事故の評価条件とする。 

 

５． 第 15 条 設計基準事故の拡大の防止（閉じ込め機能の不全） 及び 

第22条～第35条 重大事故（閉じ込める機能の喪失） 

(１) 評価の概要 

設計基準事故における閉じ込める機能の喪失に伴う公衆への線量評価

及び重大事故における放射性物質の放出量評価については，各設備にお

いて取扱うＭＯＸ質量及びＰｕ富化度に基づき，放出される放射性物質

の量を算出し，放出放射能及び実効線量の評価を実施している。 

 

(２) 評価への影響 

閉じ込める機能の喪失に伴う影響について，各設備において使用する

現実的な製造条件に基づく評価パラメータを設定していたため，取扱制

限値に基づくＭＯＸ取扱量及びＰｕ富化度を用いて放出放射能及び実効

線量の評価を再度実施した。 

 

６． 取扱制限値を設定しても評価に影響がない条文 
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(１) 第２条 核燃料物質の臨界防止 

質量管理を行う工程における従来の臨界管理は，単一ユニットを設定

し，当該単一ユニットで取り扱う核燃料物質の形態に対し，統計誤差を

考慮した中性子実効増倍率が0.95以下に対応するＰｕ＊質量を算出し，

核的制限値として設定していた。 

今回設定したＰｕ＊質量に関する取扱制限値は，従来の核的制限値の

Ｐｕ＊質量以下で設定している。また，Ｐｕ富化度及び含水率について

も，従来の核的制限値の設定条件以下に設定していることから，これら

の取扱制限値を超えないように管理することで，臨界に達するおそれが

ないようにしている。 

 

(２) 第３条 遮蔽等（公衆の被ばく） 

加工施設からの直接線及びスカイシャイン線による公衆の線量評価は，

貯蔵施設の最大貯蔵能力に基づいて評価を実施している。最大貯蔵能力

は，取扱制限値の設定によって変更のない数値であるため，直接線及び

スカイシャイン線による公衆の線量評価については，取扱制限値の設定

による影響はない。 

 

(３) 第15条 設計基準事故の拡大の防止（Ｐｕの崩壊熱による換気停止

後の温度評価） 及び 第16条 核燃料物質の貯蔵施設 

原料粉末を受け入れてから燃料集合体出荷までの貯蔵のために必要な

容量として最大貯蔵能力を設定している。最大貯蔵能力は，取扱制限値

の設定によって変更のない数値であるため，取扱制限値の設定による影

響はない。 
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(４) 第17条 廃棄施設（気体廃棄物による公衆の被ばく） 

平常時の放射性気体廃棄物の推定年間放出量は，成形施設における最

大処理能力155t･ＨＭ（プルトニウム富化度18％）に基づき評価を実施

している。最大処理能力は，取扱制限値の設定によって変更のない数値

であるため，放射性気体廃棄物の放出量評価については取扱制限値の設

定による影響はない。 

なお，放射性液体廃棄物の推定年間放出量は，排水口における放射性

物質の濃度と液体廃棄物の年間放出量により算出している。 
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